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平成22年第２回嬉野市議会定例会議事日程 

平成22年６月11日（金）  

本会議第３日目   

午前10時 開 議   

日程第１  一般質問 

順次 通 告 者 質 問 の 事 項 

１ 織 田 菊 男 １．観光について 

２．シーボルトの湯について 

２ 西 村 信 夫 １．口蹄疫対策について 

２．嬉野市水道事業について 

３．児童扶養手当について 

４．ジーベック跡地の活用について 

３ 辻   浩 一 １．嬉野ブランドづくりについて 

２．イノシシ被害について 

４ 大 島 恒 典 １．「新幹線嬉野温泉駅周辺整備基本計画」について 

５ 副 島 孝 裕 １．小水力発電の導入について 

２．自主防災組織について 

３．ネーミングライツ（命名権）の導入について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時 開議 

○議長（太田重喜君） 

 おはようございます。本日は全員出席であります。 

 定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の日程につきましては、お手元に配付のとおりであります。 

 日程第１．一般質問を行います。 

 通告順に発言を許します。12番織田菊男議員の発言を許します。 

○12番（織田菊男君） 

 12番織田です。議長のお許しが出ましたので、通告に従い一般質問を行います。 

 傍聴の皆様、朝早くからありがとうございます。 

 今回は、観光とシーボルトの湯の２点について質問いたしますが、昨日、観光、シーボル

トの湯に対しては山下議員、シーボルトの湯に対しては神近議員が質問され、ほとんど重複

するような質問でございましたので、余りすることはございませんが、私なりに質問したい
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と考えております。 

 嬉野温泉の観光客の減少を聞いてから大分たちますが、最近、市内を歩いても、夜でござ

いますが、非常に浴衣の方が少ないと。また、飲食店も非常にお客さんが少ないというふう

な考えを持っております。重要な産業でございます観光でこのような状態でございますので、

いろいろなところに大きい影響があるというふうな考えを持っておりますが、また、今まで

多くの議員が観光に対して質問されましたが、市長はどのような対応をされたかお聞きいた

します。 

 また、嬉野は温泉客中心の観光が多かったと思います。現在では、温泉のみの観光ではな

かなか厳しいんじゃないかという考えを持っておりますが、これに対して市長、どのような

考えをお持ちでしょうか。 

 私は、新しい観光地の開発や温泉を利用した医療、健康志向の長期滞在できる一つの方法

じゃないかと、温泉を利用した健康増進が一番大切じゃないかと。長期滞在、そのようなこ

とでできないかというふうな考えを持っております。 

 市長は観光面に非常に詳しく、いろいろ考えておいでと思いますが、観光のための計画は

どのような考えを持っておいででしょうか。 

 昨日、いろいろ質問されましたので、今回は観光基本計画ということでお伺いしたいと思

います。 

 先日、観光商工課に聞きましたら、ことしじゅうに観光基本計画をつくると、そういうふ

うな答えをもらいました。嬉野で考えておられる観光基本計画はどのようなものか。計画を

つくるとき一番大切なのは人選だと聞いております。専門的な人や交通関係、観光業者、一

般の人を集め、責任のある発言をしてもらうと。また計画に対しては、だれが中心で計画を

つくったのか、だれがどのように進めるのか、だれが責任を持つのか、まだいろいろあると

思いますが、計画に対しては、観光基礎の整備、観光資源の保全活用、観光ルート、交通の

便、景観環境、ホスピタリティ、食品、お土産、旅行、商品、プロモーションなどあると思

いますが、嬉野市ではどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

 この場所での質問はこれで終わります。残りは質問席で行います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 皆様おはようございます。傍聴に早朝からお出かけいただきまして、ありがとうございま

す。心から敬意を表します。 

 それでは、12番織田菊男議員のお尋ねについてお答えを申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、観光政策等についてでございます。 

 １点目が、現在の状況に対して行政としてどのような考えを持っているのかということで
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ございます。２点目が、観光基本計画等についてのお尋ねでございます。通してお尋ねでご

ざいますので、お答えを申し上げたいと思います。 

 景気の低迷が続く中、観光業界の低迷が続いておるところでございまして、大きな原因と

いたしましては、旅行の形態が変容したことが挙げられております。全国のしにせ旅館が倒

産など苦戦している原因と考えておるところでございます。近隣の安価な旅館等の利用に集

中し、コストダウンの限界に近いところで営業がなされておる状況もございます。今後もこ

の傾向は続くものと言われておりますので、しばらくは厳しい状況が見込まれております。

嬉野の観光業界の方々も苦労しておられますけれども、各旅館におかれましては、厳しい中

にも後継者が帰ってこられ努力をいたしておられますので、期待をしているところでござい

ます。若い感覚での料理の工夫や新しい媒体を利用しての顧客の開発、新鮮なイベントの展

開などをしておられます。市といたしましても、観光協会と連携を深めながら支援をしてま

いりたいと考えております。また今回、国の施策を導入して、観光支援の人材育成にも取り

組んでおられますので、成果に期待をしているところでございます。 

 次に、将来の観光施策につきましては、以前もお答え申し上げましたように、近隣観光市

との提携、また健康保養システムの確立、海外からの観光客の誘致、また各種大会誘致など

を柱として努力いたします。観光協会でも法人格を取得され、新規の展開も計画しておられ

ますので、支援をしてまいりたいと思います。 

 また県では、嬉野地区を、障害をお持ちの方と健常者が共生できる観光地として位置づけ

をしていただいて政策をとっていただいておりますので、期待をしているところでございま

す。 

 次に、平成22年におきましては、観光基本に関する観光振興計画を作成する計画でござい

ます。既に予算をお願いしておるところでございまして、この計画は、目まぐるしく変化す

る社会情勢に適応した施策を展開し、本市の観光振興の方向性を明確にしながら確実に実行

していくための政策を位置づける目的として策定するものでございます。 

 現在、現状認識、課題の確認、分析検討を進めようとしているところでございますが、今

後いろんなところから意見を拝聴しながら、意見の集約、また計画策定を行ってまいりたい

と考えておるところでございます。 

 以上で、織田菊男議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 今の答弁である程度のことがわかりますが、嬉野観光の基本的な考えということを今言わ

れましたが、今度はイメージという点ではどのような考えをお持ちでしょうか。嬉野観光の

イメージと現状の問題点ということです。 
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○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 嬉野のイメージといたしましては、１つは地理的なメリットを生かしていかなければなら

ないというふうに考えておるところでございまして、以前から西九州観光の拠点として地域

連携ということを考えておるところでございまして、やはり長崎、また福岡のちょうど中心

でございますので、そのようなイメージを打ち出していきながら、地域との観光地の連携を

図っていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 幸いにいたしまして、今年度から、具体的には昨年度スタートいたしたわけでございます

けれども、鹿島、太良地域まで含んでの新しい観光協会のいわゆる提携等も進めていただい

ておるところでございまして、そのような一つのブロックとしての考え方を打ち出していけ

ればというふうに考えておるところでございます。 

 また、きのうの御発言でもいたしましたように、やはりこの新幹線等を絡ませた場合には、

中国、韓国からの、東南アジアからの拠点としての、いわゆる地理的な表記と、そのような

イメージをまず地理的には打ち出していきたいと考えておるところでございます。 

 それから２点目は、長崎街道沿いに栄えました塩田津、また嬉野の温泉街を抱えているわ

けでございますので、やはり歴史的な背景を有した温泉地としてのイメージづくりを今まで

も行ってまいりましたし、そのようなことで打ち出していければというふうに考えておると

ころでございます。 

 それから３点目は、やはり温泉でございます。いわゆる美肌の湯としてすばらしい泉質を

持っている温泉でございますので、やはり温泉入浴を伴いましてのいやし効果とか、また健

康保養の効果とか、そういうものを打ち出していければというふうなイメージを持っており

ます。 

 ４点目は、以前からお話をしておりますように、嬉野は旅館とホテルの競合された温泉地

でございます。しかしながら、大型の観光地といえども、やはりそれぞれの旅館には修行を

積んだ、いわゆる板場さん、板長さんという方がおられるわけでございますので、そのよう

なしっかりとしたおもてなしのできる温泉地、そのようなことを考えて今まで努力をしてき

たところでございまして、この４つの柱をやっぱりイメージを持ちながら、また持っていた

だくように努力をしておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 
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 今の答弁である程度わかりますが、今言われたとに対して、観光客の立場に立った情報発

信というのはどのような形で行われたか、また今後どのような形で行われますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 情報発信の仕方ということでございますけれども、やはり大きな時代の流れに沿いまして、

観光業界の方を中心に変化をしてきたというふうに思っておりますし、また、そのような努

力をしていただいたというふうに考えておるところでございます。 

 昭和50年代以前のバブル期以前につきましては、近隣のお客様に来ていただく湯治場とし

てのイメージを打ち出していただいたわけでございまして、特に長崎県がその当時７割近く

でございましたので、長崎県からの、いわゆるお客様の農作業後の湯治場と、また保養の場

として御利用いただいたという経緯がございます。特に長崎県の漁業関係のいわゆるいやし

の場とか、そういう面では非常に御利用いただいたというふうな経緯もあるわけでございま

して、現在でもそのようなお客様が多数いらっしゃるわけでございます。そのときはやはり

非常に景気が高騰いたしましてから、観光歓楽街としての温泉街として発展をしてきたとい

う経緯がございます。 

 そういう点で、嬉野市といたしましても、旅行業の皆さん方との提携による大型化という

ものにイメージづくり、また広報等も行ってまいったという経緯がございまして、ここ数年

前までは、やっぱり旅行業の皆さん方と提携をするということが一つの集客の力になってい

たというふうに思っております。今後も、この傾向は続いていくと思いますけれども、やっ

ぱりそういうしっかりとした歴史をつくっていただいたということがございます。 

 ３点目でございますけれども、最近になりましてはやはり時代が変わってまいりまして、

先ほど冒頭申し上げましたように、やはりネットでのお客様の来客ということが非常にふえ

てきたということでございまして、いわゆる今嬉野の中堅以上の旅館につきましては、半分

以上がネットでの御予約ということでございまして、そういう点でやはり新しい媒体、メデ

ィアを使った取り組みということに目を向けていかなければ時代に取り残されるというふう

なことでございました。幸いにしてそこらにつきましても、今観光協会あたりが取り組んで

いただいておりますので、そういう点では、ぜひしっかりした形でイメージづけ、また広報

等も行ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 
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 今、市長が言われました歓楽地として今まで発展してきたと。これに対しまして、嬉野観

光の強みということと弱み、このような形はどのようなことを考えられますか。また、嬉野

観光の魅力と、強みというのは一つの魅力でございますので、その要点をどのような改善を

されていくか、強いところは伸ばし、弱いところは改善していくと。そういう点に対して質

問いたします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今、議員御発言されましたように、いわゆる歴史の中で大型施設を中心としたいわゆる団

体旅行等の集客については、西日本随一というふうな強みを持っておったわけでございまし

て、そういう点で非常に発展をしてきたというふうに思っております。また、それを支えて

いただくいろんな業界の方がおられましたので、そういう点でも強みになっているというふ

うに思っておるところでございます。 

 ただ、そういう点がなかなか現在のお客様の御要望と完全にマッチするというふうな時代

ではありませんので、今までの強みは生かしていきながら、そしてまた新しい取り組みをし

なくてはならないというふうに考えております。その新しい取り組みをやっていかなきゃな

らないところが、議員御発言のように、逆に今弱みになっているというところではないかな

というふうに思っております。 

 そういう点で、やはりこの小グループ、また、今はいわゆる旅行代理店あたりに聞きまし

ても、数年前までは２人旅行ということでございましたけれども、今はもう1.5人の旅行に

なってきているというふうなことで、本当に顧客対応が要望される時代になってきていると

いうことでございまして、その顧客の対応がいかにできるかというふうなことは非常に課題

になっているというふうなことでございまして、そこらがまだまだ整備がおくれている状況

であるという点だと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 ちょっとずれるかわかりませんが、昨年、芸者の方々の、そういう方々の練習場をガラス

張りでつくるということで予算が下りたんじゃないかというふうな考えを持っておりますが、

その件はどういうふうな形になっておりますでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今御発言の点につきましては、以前、いわゆる嬉野の伝統芸能をお客様にごらんいただく

施設として整備したいということで予算もお願いいたしまして、それぞれの業界の方への一

応の説明等も済ましたところでございます。ただ、非常に申しわけありませんけれども、一

応当該のお願いいたしておりました旅館につきましては閉館をしておられましたので、そこ

の閉館された旅館をお借りしたいということでお願いしておりましたけれども、残念ながら

本日に至っても、最終的に御了解をいただくというところまで至っておりません。そういう

ことで、まことに申しわけなく思っておりますけれども、個人がお持ちの旅館をお借りする

ということでございますので、御納得いただけるまでお願いをしてまいりたいと思いますが、

それで約１年半ぐらいまだかかっております。ただ、先方も個人で今まで守ってこられた旅

館でございますので、非常に大切に考えておられるところでございまして、そういう点でお

願いはいたしましたけれども、御了解いただいていないということでございます。これは私

どもとしても、予算もお願いしておりましたけれども、非常に申しわけなく思っておるとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 今後、非常に嬉野が不便だというのは観光ルートですね、交通の便が非常に不便だという

ふうな考えを持っております。タクシーですかね、佐賀空港から来るも、非常に利用が少な

いというふうな感じを持っておりますが、交通の便というのは、市長はどのような考えをお

持ちでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御発言のとおりでございまして、完全に交通網が整っているかということになります

と、なかなか整っておらないというのが現状だと思います。そこも、以前は議員が先ほど御

発言されましたように、いわゆる団体客、大型のお客様がたくさんお越しいただいたわけで

ございまして、それにつきましては、すべてほとんど貸し切り観光バスというふうなことで

ございましたので、交通網が未整備であっても、お客様にたくさん来ていただいたと、そう

いう時代で発展をしてきたわけでございます。ただ、現在はバス関係の方にお伺いいたしま

しても、貸し切りバスの利用による団体客というのは非常に少なくなっているという中で、
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ほとんどマイカーとか公共交通機関に頼られるわけでございます。そういう点では、個人の

車利用の方は、嬉野インターを使って来ていただくお客様がふえてまいりましたし、また、

公共交通につきましては、西九州自動車道を使っての、いわゆる九州号による利用が非常に

ふえてはきております。また、発着につきましても、今増加をしておるというふうに聞いて

おりますので、そういう点では非常に喜んでおりますけれども、まだ全体的にそれをカバー

するだけのお客様になっておらないというのが現状だろうというふうに思っております。そ

ういう点では、全体的にはまだ未整備でございますけれども、できるだけ早く新幹線の整備

等が進めればというふうに思っておりますし、また来年３月には鳥栖に新しい新駅ができま

すので、そういうところとの連携等もぜひ深めていきながら、嬉野にお越しいただくお客様

をできるだけ負担を感じられないような形でお迎えをしたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 今言われていましたが、自家用車がふえていると。ほかの観光地も非常に自家用車関係が

ふえて、鉄道関係、バス関係が減っているということを聞いておりますが、大体、大型バス

で来られる人間の割合と自家用車で来られる割合はわかりますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 はっきりした数字がわかりませんけれども、恐らくもう今は自家用車で来られる方が大体

７割ぐらいかなというふうに思っているところでございまして、大型バスというか、企画で

来られる方が３割ぐらいというふうな状況じゃないかなというふうに考えておるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 また最初に戻りますが、観光基本計画をつくる場合、どのような方の人選をされるかとい

うのは質問でしましたが、余りはっきりしたことがわからなかったので、再度お願いしたい

と思います。大体多くの市が、大学の先生なんかをよく入れているんですよね。それから、

鉄道関係とかバス関係、交通関係ですね、それから県の観光課の職員も入れたところもあり
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ます。そういう点で、もしつくる――つくられると聞いておりますので、大体どのような形

を考えておられるかですね。そして人選、人間の数ですね、そういう点をちょっとお聞きし

たいんですけど。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 まだ最終的な人員その他については選定いたしておりませんけれども、基本的には私ども

の場合は計画をつくる場合もほとんど地元、手づくりでやろうということでやってまいりま

したので、基本的にはそこを足場にして取り組みをしていきたいというふうに思っておりま

す。そういうことで、現在私どもの市職員の中から担当をさせたいというふうに考えており

ますし、また市内の観光業の方、そしてまた御意見のようないろんな観光関連の方あたり、

直接入っていただいて、現場の意見を中心とした形での計画をつくっていきたいというふう

に考えております。 

 ただ、まとめはしなくてはいけませんので、総合的なアドバイスということにつきまして

は、専門的な、例えば、旅行関係の知識をお持ちのプロの方あたりの御意見も当然お聞きし

ながら取りまとめをしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 また、県とか九州地区全体の関係も必要でございますので、そこらにつきましても、当然

ヒアリングはしながら、私どもとしてはまとめてまいりたいと考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 多分、市長は知っておいでと思いますが、エコツーリストということで今の流れが入って

おります。そういう点で、そういうふうな形でも今後計画を立てられる予定はございますか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御発言のような、新しい旅行の形態というのもぜひ取り入れていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

 ただ、課題としてございますのは、ほかの地域のいわゆる企画と違いまして、私どもとい

たしましては、やはりこの大きな施設を持っております。宿泊施設等もですね。そことどう
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つなげていくのかというのをできるだけ柱にしながら計画をつくってまいりたいと考えてお

るところでございますので、例えば、この塩田地区にも塩田津とか志田焼の里とか、いろん

なところがございます。そういうことで、ただ見ていただくということだけではなくて、そ

ういう施設をいかに使っていただくのかと、また、いかにお泊まりをしていただくのかとい

うことを視点にまとめてまいりたいと思いますので、ただ来ていただくということだけでは

なくて、そういうことを踏まえて計画ができればというふうに考えておるところでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 観光基本計画はこのくらいでやめまして、できるのを期待しております。 

 次は、シーボルトの湯は、きのう神近議員と山下議員が質問されましたが、ほとんど私が

言いたいとこは言っておられますが、私なりにまず１つは質問したいと考えております。 

 シーボルトが大体、計画的には１日計画300人ということでございますが、一番多いとき

には1,200人ぐらいの利用者があったと。そういうときに、300人ぐらいの形でしているとき

に、1,200人ぐらいのお客さんが来た場合、対応をできたかと、不満を持たれなかったかと、

そういう点でどのような対応をされたか、不満に対しての対応はどういうふうな形でされた

のか、お願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 議員御発言の件につきましては、十分気をつけなければならないということで対応をさせ

ていただいたところでございます。基本的には、ゆっくりお楽しみいただくということが原

則でございまして、また、公衆浴場でございますので、特にそういう点を配慮して取り組み

をしなくてはならないというふうに考えておるところでございます。そういう点で、５月の

連休等、非常に混雑をしたわけでございまして、一部のお客様につきましては御迷惑をおか

けしたというふうに思っております。そういう点で、限度がありますので、いわゆる１日数

回、この1,000人以上を超えたときにつきましては、入浴制限をさせていただいたというこ

とでございます。それで、いわゆる浴槽の状況を見ながら、２階で休憩をしていただいたり、

例えば、あと１時間ぐらいしてから再度お越しくださいというような形で、一応大浴場への

入浴制限をさせていただいたということでございます。 

 ただ、それについても、せっかく嬉野にお越しいただきましたので、担当といたしまして
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は、入浴制限をいたしましたけれども、もしよかったらということで近隣の旅館をずっと紹

介をさせていただいたということで、私どものパンフレット等も配布をさせていただいて、

そして今うちは満員ですけれども、ぜひ近隣の旅館を御利用くださいということで御案内を

差し上げて、そこで御利用された方も数名はいらっしゃるというふうに考えておるところで

ございます。ですから、余り集中しましても迷惑をかけるということで、そういうようなこ

とを対応させていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 開所してから約70日ばかりたちます。この間にいろいろな問題があったと思います。きの

うこれが聞かれたんですけれども、問題は聞きましたけど、それに対しての対応は、きのう

どうも私が聞き違いかわかりませんがちょっとわからなかったので、問題があったのに対し

ての対応を、課長、教えてくれませんか。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答え申し上げます。 

 いろんな課題が残ってはいるんですけれども、すぐに対応できる分はしたところです。特

に即答できないのが、駐車場の問題とか、それから窓をあけてくれという問題ですね。これ

らについては、ちょっとまだ今設計士さん、それから専門の方来ていただいて、今検討して

いるところです。特に窓につきましては、あけていただくと外はよく見えるんですけど、外

からも丸見えになるということで、何とか外からは見えないで中から見えるようにという、

これマジックミラーというのがあるんですけど、それもいろんな種類をちょっと今調べてい

るところです。 

 それから、あと石けん類をどこでも置いてあるから置いてくれというのがありました。特

に、うちは料金的400円という設定をしておりますので、仮に石けん、シャンプーを置いた

場合どうなるかということで、ちょっとざっと試算をしてみたんですけど、実は今貸し切り

湯だけはボディーソープ、それからリンスインシャンプー、それから洗顔のフォーム置いて

いますけど、これがなくなるのが非常に早いということで、もし大浴場に置いたらどれくら

いになるかということで試算をしましたところ、100円値上げぐらいではちょっと追いつか

ないなという今試算をしておりますので、その辺もう少し、お客さんの数とかを見ながら検

討する必要があると思います。 

 あと、施設のことをいろいろ御意見いただいておりますけど、２階はちょっとスペースが
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広過ぎてもったいないとか、そういうのはまた徐々にいろんな活用を考えていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 今、駐車場のことを言われましたが、やはり駐車場が遠いと。夏の間はいいんじゃないか

と。あそこまで冬は歩いていったら冷めるということを言われます。この近くに駐車場にで

きるような土地がありますね。それに対しての対応、交渉はされるか、そのままできないか

ですね。やはり一番近いところの更地がありますので、そこに駐車場をできたらということ

は聞いております。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 すぐ裏のところじゃないかと思いますけど、こちらも今ちょっと更地でされています。話

を聞いてみますと、どうも銀行さんが本通のほうに移ってこられるので、銀行のほうにもち

ょっと貸してくれと言われているということで、どれくらいの台数がとれるかちょっとあれ

ですけれども、ざっと見たところ、全体で20台程度ぐらいしかとれないじゃないかというふ

うに思っております。ただ、うちのほうとしては、シーボルトの湯駐車場としても確保いた

しておりますので、うちがそこをまた借りるということはできないということで、お話も一

応向こうのほうからもあってはおりましたけど、別の方法で何か考えられないかどうか、ち

ょっと今のところまだ具体的な話には進んでいないというところでございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 入場者が、４月の平日と５月の平日を比較しますと、非常に減っています、平日。これに

対して、どのような考えをされているか、またこれに対しての対応はどういうふうな考えを

されておいででしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 
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 ４月の利用状況ですけど、全体的には月でまとめてみますと１万人を超えていますけど、

（「平日で結構です」と呼ぶ者あり）御意見のとおり、平日はちょっと少なくなっています。

これは予想をしていたところでございまして、やはり日曜日ですね、特に多いのは日曜日な

んですけれども、こちらのほうのお客様が大体多いだろうということで、後半でも日曜日は

600名を超しております。平日が大体200名から350名程度ということで、これは予想をして

いたとおりの数値ということでございます。 

 ただ、これからちょっと暑くなりますので、どうしても温泉は厳しくなるというのは定説

でございますので、今後夏場にかけての対策というのをちょっと今スタッフのみんなともい

ろいろ話をしているところです。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 環境的に、周辺の環境でございますが、ひとつ川だけということで限らせて言わせてもら

いますと、ごみが多いと。もう少しこれがどうにかできないかと。シーボルトの湯の窓から

見たら、ごみが多いのが結構見えます。そういう点で、ごみの対策、環境対策はどのような

考えを、周辺の環境対策はどのような考えをお持ちでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 特に、ちょっとごみが多かったのが連休期間中でした。だれのごみかといいますと、実は

子供たちが魚釣りに来る釣り道具、それから何かえさの袋とか、それからジュース缶とか、

そういうのちょっと対岸のほうもひっくるめてスタッフで毎日ごみ拾いをしたところでした。

あと、最近になりますと、田植えシーズンになっておりますので、非常に水が濁っておりま

すので、その辺はちょっとどうしようもないかなと思っておりますけど、ごみ拾いについて

は気づけて、スタッフみんなで掃除をしているところです。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 今度は市長にお伺いいたします。 

 シーボルトの湯に行って、何か私は足らないところがあるんじゃないかと。要するに、ち

ょっと物足らないというふうな感じを持ちました。市長も時たま行かれていると聞いており
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ますので、市長はその点はどのような考えをお持ちでしょうか。これで十分だと思っておら

れますか。私は何か足らないと。その何か足らないのがちょっと余り私はよくわかりません

けど、市長はどのような考えでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 ちょくちょく利用をしているわけでございますけれども、一応以前と比較しましてまだ足

らないというのは、少しにぎわいというか、そういうものが足らないなというふうに思って

おります。以前の公衆浴場は、もちろん民間で、民営でございましたので、それぞれの近隣

の、例えば、祐徳神社の四季折々のＰＲとか、それで中の浴槽には、いわゆる各旅館のコマ

ーシャルがずっと入っておりましたし、また、各洗面所の近くにも、いろんな、それぞれの

施設のお知らせ等も入っておりまして、それを見るだけでも何かこうわくわくしていたわけ

でございますけれども、まだちょっとうちの場合がつくったばかりということがございまし

て、そこらについてどういうふうにするのか、これは検討していきたいと思いますけれども、

まあすっきりしておりまして、そういう点で非常に明るくて清潔感があるという評価もあり

ますけれども、やはりそういう点が少しにぎわいというものが不足しているのかなというふ

うに思います。そういう点では、いわゆる今担当課長言いましたように、これからいろんな

企画等もしながら進めていければなというふうに考えておるところでございます。ほかの民

間の営業してあるところも行きますけれども、そういうやはり場内でのにぎわいというんで

すかね、そういうものが少し足らないのかなというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 これは課長にお伺いいたします。 

 お客さんの市内、市外、県外、市内と市外の割合でも結構でございますが、県外の割合と

いうのも大体どのくらいぐらいの割合で来ておられるかということをお聞きします。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 今までの状況ですけど、これはアンケート上では長崎県内の方が一番多いです。これが約

全体の40％が長崎県ですね。市内の方は大体２割程度、これはアンケート上の結果ですので、
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あと佐賀県内からは２割ぐらいですね。それと意外と、これは連休があったせいかもしれま

せんけど、九州外という方からも約１割程度来ていただいております。 

 今の平日の状況ですけど、実は昼間は意外と市外の方が多いです。きのうちょっと夕方寄

ってみましたところ、諫早、それから伊万里から来ておられました。また、外国人の方も韓

国人と、それからドイツ人の方も来ていただいておりまして、ドイツの方は、上の、シーボ

ルトが書きました日本というドイツ語の分も張っておりましたので、そこを眺めていただい

ておったところです。夕方からになりますと、これが今度は地元の方が多いということで、

１日の全体的な割合としては、今も平日はやっぱり地元の方が多いです。夕方から多いとい

うことになります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 この前、ちょっと日曜日夕方行ってみたんですけど、長崎ナンバー、佐賀ナンバー、福岡

ナンバー、大体同じぐらいでした。だから今言われたのはわかります。だけど、まだ嬉野の

市内でシーボルトに行っていないというのはほとんどです。塩田の方もほとんど行っていな

いというふうな感じに思っております。それに対しても、これは市民のためにつくられたシ

ーボルトの湯と思います。だから、そういう点に対しての対策はどのような考えをお持ちで

しょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 古湯温泉課長。 

○古湯温泉課長（三根清和君） 

 お答えいたします。 

 恐らく市民の方、大分来ていただいてはおるんですけど、まだ来られていない方もいらっ

しゃると思います。やっぱり、市内の方についてはリピーターになっていただくということ

が大事じゃないかと思いますので、その辺の対応が必要じゃないかと思います。 

 今、夏場の対策としてもちょっと考えているのが、ポイント制を導入したらどうだろうか

ということで、ちょっと料金を安くするということはできませんので、ポイントがたまった

方については何か粗品を差し上げるというようなことをやっていこうかということで今考え

ているところです。 

 あと、これは館長のほうが今よく出かけておりますけど、各グラウンドゴルフ大会が最近

開催されておりますけど、そちらに行ってＰＲをしてもらっています。塩田も先だってあり

ましたので来ておりますけど、そのようにしてＰＲ活動も一緒に行っておりますので、これ

から市民の方にたくさん来ていただけるようにぜひ期待したいと思います。 
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 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 これ市長に対してのお願いかたがた質問でございますが、シーボルトの湯にまだ余り行っ

ていないという人が多いわけです。市民のためにつくったなら市民一人一人すべての方に無

料券を配布したらどうでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 もちろん、市民の皆さん方に御利用いただくためにつくった温泉でございますので、そこ

らについてはぜひ御理解いただいて御利用いただきたいなというふうに思っております。た

だ、福祉の目的ではつくっておりませんので、一つの憩いの場としてつくりましたので、そ

こらについてはぜひ、料金はかかりますけれども御利用いただければなというふうなことで

ございます。そういう点で、私もいろんな機会にお願いはいたしておりますけれども、そう

いう点でぜひ１回入っていただければ話題にも出していただくんじゃないかなというような

ことで期待をいたしておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。無料券を発

行するということにつきましては、条例上もできませんので、そこらについてはぜひ御理解

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 織田菊男議員。 

○12番（織田菊男君） 

 今、市長が言われたのはわかりますが、市民のためにつくった温泉でございますので、使

いやすいように、全市民が行けるような形で利用できるように対策を考えてもらいたいとい

うふうな考えを持っております。これに対して希望かたがたお願いですけど、これで私の質

問終わります。答弁要りません。 

○議長（太田重喜君） 

 これで織田菊男議員の一般質問を終わります。 

 引き続き、一般質問の議事を続けます。15番西村信夫議員の発言を許します。 

○15番（西村信夫君） 

 おはようございます。 

 通告の順序に従いまして、一般質問を行います。 
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 傍聴者の皆様、大変お忙しい中に御苦労いただきまして、まことにありがとうございます。 

 今回の定例会におきましては、私は４項目提出をいたしております。まず第１点目、感染

がとまらない口蹄疫対策について、それから嬉野市の水道事業について、それから児童扶養

手当について、４点目にジーベック跡地活用について質問を提出しております。順次、質問

をさせていただきます。 

 まず最初に、口蹄疫について。 

 初めに、口蹄疫の感染被害農家及びすべての関係者の皆様に心からお見舞いを申し上げま

す。宮崎県で発生した口蹄疫という恐ろしい家畜伝染病が確認されてから、はや２カ月近く

になります。感染拡大はようやくおさまるかと思った矢先に、日本有数の畜産地・都城市に

も９日、口蹄疫感染の疑いで、家畜を24時間以内に208頭殺処分、埋却するという事態が発

生をいたしました。家畜農家は今日まで家族同然育ててきた牛、豚が殺処分されて、１頭も

いなくなった牛舎、このような厳しい現実を目の当たりにして、胸が締めつけられる思いで

ございます。 

 口蹄疫が集中している宮崎県の川南町、新富町、都農町、それから９日発生をした宮崎県

の都城などでは、県職員、獣医師、自衛隊員らが連日、殺処分、埋却など過酷な作業が続け

られております。 

 感染の勢いがとまらない口蹄疫、佐賀県内の畜産農家も深刻な打撃を受けております。佐

賀県家畜市場では、毎月２回にわたって８日と９日に競りが行われておりますが、５月、６

月の競りが中止、延期になっております。それに伴い、県内では500頭から600頭の子牛の売

り場がなく、繁殖農家は収入が途絶えて、また飼育農家は肉牛に育てる子牛が入ってこない

ために、計画的な出荷ができないのではないかと日々不安を抱えられております。このよう

なときこそ行政は家畜農家を支え、経営を守ることが最優先すべき課題であると思います。

そこで、口蹄疫について、具体的３点質問をいたします。 

 まず１点目、嬉野市の口蹄疫防止対策、どのようになされておるのか、具体的に伺います。 

 それから、市内で口蹄疫が発生した場合、初動体制の整備、殺処分した場合の埋却場所の

確保はどのように計画をされているのか、その点をお尋ねしたいと思います。 

 ３点目に、６月９日までに競りが中止になっている畜産農家の収入が途絶えて、生活に困

っているという状況が続いております。嬉野市の支援策を講じるべきと思いますけれども、

市長、その辺どのようにお考えなのか、お尋ねをしたいと思っております。 

 それから２番目に水道問題について質問をいたします。 

 嬉野市は合併して、はや５年目を迎えております。塩田地区と嬉野地区の水道料金は統一

しないで運営をされております。現在、水道の使用水量、一般家庭で月に20トン程度使用し

ておりますけれども、嬉野の水道料金は3,640円でございます。塩田の水道料金は5,880円で

あり、嬉野、塩田は、現在1.6倍の格差が生じております。 
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 嬉野市で合併後の住民間の一体性を早く促す観点から、地域間の格差をなくし、市民の皆

さんの負担を公平にするために、平成24年４月水道料金統一に向けて努力をされております。

３月には水道審議会が発足をして、水道事業の全体的な統一に向けて本格的な協議が進めら

れております。審議会の委員の皆様方には大変御苦労かと思いますけれども、よろしく御審

議いただきますよう、心からお願いを申し上げます。 

 それでは、水道問題について、６点具体的に質問しておりますので、順次質問を申し上げ

ます。 

 まず１点目、塩田町の水道料金は、県下で一番高いと思っておりますけれども、全国でも

上位にランクをされていると思いますけれども、その実態はどうなのか、調査をされ、お伺

いをしたいと思っております。 

 ２番目、嬉野市水道整備計画について、どのように整備をしていくのか、具体的にお伺い

をしたいと思っております。 

 ３番目、塩田町、嬉野町の水道統合事業が現在進められておりますけれども、事業概要と

統合された場合の給水計画、どのように計画を示していくのか、その点具体的に質問をいた

します。 

 ４番目、合併市町村は水道料金の統一を２年から３年以内に大体行われていると思います

けれども、当嬉野市は５年間水道料金の統一がされていない自治体として、全国的にも珍し

くないかと私は思っておりますけれども、そこのあたりはどのように、他市町村との現状を

示していただきたいと考えております。 

 それから５番目、料金統一に向けて、市長の基本的な見解を伺うということで質問をして

おります。24年度の統一というようなことになっておりますけれども、段階的に統一をして

いくのか、どうしていくのか。そのシミュレーションをきちっとこの議会で示していただき

たいと思います。 

 それから６番目、嬉野市水道料金の未収金の実態はどのようになっておるのか。そしてま

た、徴収体制はどのように強化をされ進んでおるのか、その点、お尋ねをしたいと思います。 

 それから、児童扶養手当について、ことし８月１日から父子家庭にも支給されますので、

そこのあたりを質問をしていきたいと思います。 

 そしてまた、ジーベック跡地の活用についてということで質問をしております。２点につ

きましては、質問席のほうで質問をさせていただきます。 

 壇上からは、これで終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 15番西村信夫議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 
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 １点目が口蹄疫対策について、２点目が嬉野市の水道事業についてということでございま

す。 

 まず、口蹄疫の対策についてお答え申し上げます。 

 宮崎県で発生いたしました口蹄疫につきましては、厳しい状態で対策が行われておるとこ

ろでございます。現在は宮崎県内で行われている対策で、県外への伝染は伝えられておりま

せんので、対策の成果が出ているものと考えております。前日の九州市長会でも対策につい

て特別決議が行われたところでございます。 

 嬉野市内におきましても、畜産農家がおられますので、防疫に全力を挙げておるところで

ございます。素早く対応いたしておりまして、先日、要望にお越しいただきました畜産農家

の皆様からは、嬉野市の対応につきまして、謝意を述べていただいたところでございます。

現在は各畜舎入り口の防疫の徹底や公共施設への消毒などを行っておるところでございます。 

 次に、発生した場合につきましては、移動禁止をとり、殺処分が原則になるところでござ

います。嬉野市内で発生した場合につきましては、現在の畜舎からの移動禁止になります。

また、処分につきましては、現在の嬉野市の飼育頭数から考えれば、移動禁止をしながら、

まず所有の民間の用地や近接地に埋設することになります。 

 次に、競り市の中止に伴う対策についてでございますが、移動制限などの影響もあり、競

りの再開につきましては、まだ見込みが立っておりません。競り中止の影響は大きなものが

あります。そのようなことから、ＪＡでは、支援のための仮払金の申請受け付けをしていた

だいたところでございます。また県では、経営安定資金の周知を行っておられます。市とい

たしましても、御相談を受けた場合につきましては、県の支援制度について紹介をいたして

おるところでございます。また、国におきましても、検討されていると聞いておりますので、

具体的になりましたら、申請内容について支援をいたしてまいりたいと考えます。 

 いずれにいたしましても、いろんなところに影響がありますので、引き続き情報提供を行

ってまいります。 

 次に、水道行政についてでございます。 

 塩田地区の水道料金につきましては、以前から値上げはいたしておりませんが、県内でも

高いところにありまして、また全国的にも高いところにあると考えております。嬉野地区は

一昨年、値上げをいたしまして、嬉野地区の赤字解消をいたしたところでございます。県内

では、中位より下の料金になっておるところでございます。 

 合併時の計画どおり（189ページで訂正）、平成24年の統合に向けて、毎年整備を行い、

計画どおりに実施をいたしております。水道事業計画につきましては、管路の統合をまず行

い、貯水タンク等の調整を行い、接続に向け進めてまいりたいと考えております。 

 また、合併後の状況についてでございますが、近隣の朝倉市や諫早市、雲仙市、天草市な

ども合併後も統一をなされておりません。嬉野市の料金の統一につきましては、平成24年統
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一するという合併当初の協議のように（189ページで訂正）進めておるところでございます。

計画に伴いまして、今年度中にも所定の手続を行わさせていただきたいと考えておるところ

でございます。 

 また、料金の未収金の実態及び徴収状況についてでございますが、未収金につきましては、

徴収の専門員を置きまして、適宜徴収を進めておるところでございます。また、徴収につき

ましては、未納の場合につきましては、原則的には給水停止を行い、納入についての督促を

行っておるところでございます。これにつきましても、引き続き努力をさせていただきたい

と考えておるところでございます。 

 以上で西村信夫議員のお尋ねについてお答えとさせていただきます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫君。 

○15番（西村信夫君） 

 まず最初に、口蹄疫から質問をさせていただきたいと思います。 

 現在、なかなか口蹄疫という恐ろしい家畜伝染病が終息の兆しも見えないという状況の中

で、また一昨日、都城で発生したということで驚いておるところでございます。家畜生産農

家の皆様方には、本当に大変な御苦労と心配、そしてまた、恐ろしい恐怖にさらされておら

れるということを、また改めてお見舞いを申し上げておきたいと思います。 

 まず、家畜の伝染病である口蹄疫については、きょう宮崎県のほうに問い合わせましたと

ころ、現在どのようになっておるのかということで、現在の殺処分の頭数が、16万4,600頭

が殺処分されて、全体で27万頭の殺処分が計画されておるということで、まだまだ60％しか

殺処分が進んでいないというふうな状況で、宮崎県の県庁の対策本部に問い合わせをいたし

ました。こういう事態という状況で、非常に佐賀県内をもとに大変な心配をなさっておるこ

とかと思います。 

 そういうことで、まずきょうの新聞でも大きく変化をしておりますけれども、口蹄疫につ

いて、佐賀県のＪＡの佐賀では、子牛の競りの再開というふうなことでありますけれども、

今回、都城あるいは宮崎市が発生したという状況の中で、果たしてこのような計画の中で進

められるのかどうか、非常に危惧されているところでございます。そしてまた、きのうのニ

ュースでは、県境国道で車両の消毒をするということで、嬉野市内では俵坂駐車場において

消毒マットを設置するというような状況で報道をされております。 

 そういうことで、まず嬉野市の口蹄疫の現対策について、どのようにされておるのか、具

体的に市民にわかりやすく改めて説明をしていただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答え申し上げます。 

 口蹄疫の対策についてでございますけれども、素早く対応をしたところでございまして、

私どもといたしましては、宮崎県で発生したというふうな情報を受けまして、まずは藤津・

鹿島地区で組織をいたしております家畜自衛防疫協会というのがございますけれども、私が

代表を務めております。その組織で、まずそれぞれの畜舎へのいわゆる立ち入りの禁止とい

うことについての表示を行わさせていただいたところでございます。それと同時に、畜舎等

に使用します、いわゆる消毒の薬剤等の配布を行わさせていただいたということで素早く対

応したところでございます。 

 その後、しばらく動きがありましたので、その後、早速、市といたしましても、対策本部

を立ち上げさせていただいたということでございまして、対策本部立ち上げ後は、県と十分

連携をとりながら、今進めておるというところでございます。 

 畜舎等につきましては、対策は当然行っておるわけでございますけれども、今のところ、

すべての公共施設等につきましては、消毒を実施するということで、今実施をしておるとこ

ろでございます。ただ、まだ完璧ではございませんので、今後も引き続いて行ってまいりた

いというふうに考えておるところでございます。そしてまた、県のほうからもいろんな要請

等も来ておるところでございまして、それに対しての資料の提供とか、また情報の交換とか

いうものを、いわゆる担当課のほうでは常に行わさせていただいているということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 嬉野市は素早く口蹄疫の対策、初動体制に取り組んでいただいたということで、関係者、

畜産農家からも本当にありがたく思っておられますけれども、そういった状況の中で、嬉野

市内において、現在、畜産農家はどのくらいおられるのか。そしてまた、何頭ぐらい飼って

おられるのか。１日目の平野議員の質問にお答えしていただきましたけれども、改めてここ

で答弁を求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 畜産で牛関係につきましては、現在、47戸で1,600から1,800ぐらいというふうに把握をい

たしております。ただ、それにつきましては、市内で全部飼っていただいているかというこ

とは、そうではございませんで、市外で飼っておられる方の頭数も入っておるところでござ
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います。それから、豚につきましては、今、２戸でございまして、800から900頭程度という

ことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 嬉野市では、先ほども答弁いただきましたけれども、畜産農家は49戸、そのうち和牛が41

戸というふうなことで、1,450頭が和牛がおる。そのうち1,000頭は鹿島市で飼育されておる

というような状況で、豚が２戸ですね、約900頭が飼っておられるというふうなことで、豚

は２戸は塩田の町の方ではないかと思っております。 

 そういう状況の中で、非常に畜産農家におきましても、毎日連日連夜、会議等々がされて

おりましたけれども、現在、畜産農家におきましては、５月、６月分の競りが中止になって、

600頭ぐらいの子牛が出荷されないというふうな状況になっておりまして、きょうの新聞に

おきましては、子牛の競り再開というふうなことで、一応書いてありますけれども、きのう

調べたところでは、５月分が６月14日、15日の子牛の入札会があるというふうなことで、嬉

野市は15日に13頭の予約がされておるというふうなことでお聞きいたしましたけれども、担

当課、その点、把握されておられるのかどうか、その点お尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 ただいまの件についてお答えいたします。 

 今、議員が申されました申請の13頭を把握されておるのかということでございますが、正

直言いまして、その面につきましては、把握をいたしておりませんでした。ただ、子牛を出

す場合におきましては、２カ月前に子牛の５種ワクチンですか、そういったワクチンを接種

する必要があるということで、４月27日にそういった注射を受けた子牛が我々の把握では９

頭ございます。そして５月25日分に牛の注射をされたという頭数を12頭というふうに把握を

いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 

 12頭ということ、競りに出す場合は、ワクチンの注射接種をしなきゃいけないわけですけ

れども、このＪＡグループの佐賀は、この口蹄疫の畜産農家に対する支援というようなこと

で、競りにかける子牛や子豚に対して、市場の平均価格の半額程度を仮払金として支援する
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というふうなことで、25日までに申請をしなければならなかったというけれども、嬉野市は

申請の手続については、どのように当たっておられるのか、その点、お尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 申請の手続と申しますのは、我々、産業建設課では、把握をいたしておりません。おそら

くＪＡ畜産部のほうで、そういった手続をされているんではないかというふうに推察をいた

しますけれども、そういった競りにつきましての申請につきましては、産業建設課はそうい

った窓口にはなっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 窓口にはなっていないにもかかわらず、やっぱりある程度のこういう事態が発生しており

ますので、畜産農家の支援体制を強化していくためには、情報については十分承知していく

べきではないかと私は考えております。 

 そういうことで、口蹄疫について、子牛が生まれて何カ月で出荷をし、どのくらいで成牛

になるのか。その点、おわかりだったら示していただきたいと思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えをいたします。 

 先ほども御答弁申し上げました、子牛の注射の件で、頭数把握をしておるということをお

答えいたしましたが、そのときの資料によりますと、子牛の生まれた年月日というやつがご

ざいます。そういったことで、例えば、４月27日に注射を受けたという牛につきましては、

平成21年度の８月から９月ということでございますので、これが７カ月ほどたっております。

それと、注射をしてから、あと２カ月後ぐらいに出荷ということでございますので、恐らく

９カ月ぐらいというふうなことでしか申し上げられませんが、９カ月から３カ月以内ですか

ね、そういったことであろうというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村信夫議員。 

○15番（西村信夫君） 
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 子牛が生まれてから９カ月で出荷をし、雌の場合は10カ月というようなことでお聞きして

おりますけれども、成体としては20カ月になったら出すというようなことですけれども、今

回、口蹄疫で牛が生まれて９カ月以上たっても出されないというふうなことで、飼料とか、

そういった分が非常に負担が生産畜産農家に求められておりますけれども、そこあたりの支

援対策として、嬉野市としてはお考えいただいておるのかどうか、その点、お尋ねしたいと

思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど、冒頭お答え申し上げましたようにですね、支援につきましては、まだ市独自でと

いうことは検討いたしておりません。これはまた国・県の対策が今できつつあるところでご

ざいますので、そういう情報をしっかり把握しながら行ってまいりたいというふうに考えて

おるところでございまして、これは嬉野市だけの対策ということよりも、これは産地として

の対策が求められるところでございまして、そういう点で、佐賀県もいわゆる佐賀牛として

のブランドという中で大きく把握しておられますので、それぞれの個々に対策ということよ

りも、まずは県の対策をしっかり守っていくということがブランドを守るということにつな

がっていくと思いますので、そこらについては、徹底して情報を共有しながら行ってまいり

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 よそのＪＡの大分市なんかは、素早く県内畜産家に対して、飼料の無料配布をしておられ

ます。そういうことで、出荷予定していた牛１頭当たり２袋、40キロの飼料を無償提供する

というふうなことで、大分のＪＡグループ、あるいは長崎県の五島市ですかね、そこのあた

りは素早くこういった畜産農家に対する支援策を組んでおられますので、当然、嬉野市とし

ても独自でできないとなれば、佐賀県段階におきましても、早急にこういう支援体制の強化

をすべきと私、思いますけれども、改めて市長、どのようにお考えなのか、お尋ねします。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在、議員御承知のように、競りの中止もあっておるわけでございますが、また一部、要

- 168 - 



するに相対での取引も県としては進めておられると。しかし、具体的にはなかなかうまく

いっておらないというようなことでございまして、個々農家の対応の仕方についても、また

ＪＡさんの対応の仕方についても、差が出ておるわけでございまして、そういう点でぜひ私

としては統一した対応をしていきたいというふうに思っておるところでございまして、県の

支援策もこれから出てくるというふうに思いますので、そこらについては、しっかり対応し

てまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 それから、きょうですね、新聞ごらんになったと思いますけれども、嬉野市におきまして

も、俵坂パーキングのほうで口蹄疫に対する消毒マットを設置するというふうなことですけ

れども、この状況について把握されておられるのか。県からの通知は受けておるのか、その

点をお尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 県からの情報といいますか、本日といいますか、きのうですかね、宮崎県の都城市で口蹄

疫が発生したということで、急遽、県のほうが主要国道関係、７カ所でございますが、７カ

所で、これは畜産関係の車両の消毒を行うということで、嬉野市におきましては、国道34号

線の俵坂峠の付近の柱松バス停ですか、そういったところに消毒を行うというふうなことで

ございまして、その消毒の内容につきましては、消毒マットではなくて、我々が把握いたし

ておりますのは、高圧の噴霧器ですかね、そういったやつでタイヤなりを消毒するというふ

うに承っております。それとあと、ほかのところが消毒ポイントといたしましては、鳥栖市

とか、神埼、それから西九州の唐津インター付近とか、そういった主要国道のほうになって

おるようでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 嬉野では、俵坂のほうで、柱松というようなところで、あそこでマットを敷かれるという

ことですけれども、新聞情報では、消毒対象は県外から県内の農場に飼料を搬入する車や食

肉処理施設に家畜を運ぶ農家の車など、飼料会社や処理施設を通じて消毒ポイントを設けて、
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消毒を受けるというふうなことですけれども、車を限定してとめるということで、すべての

車をとめるという状況はないんですけれども、どういうふうに状況として、この消毒を車を

とめてされるわけですかね。車、わかるかなと思うわけですよね。畜産農家の車とか、ある

いは飼料用の車とかですよ、選別ができるかどうかと思うけど、その辺どうお考えなのか、

担当課、説明していただきたいと思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 選別ということでございますが、この消毒につきましては、朝の７時から夜の７時までと

いうことでございまして、県職員の方が対応されておるということで、県職員の専門家の方

が、そういった家畜関係の車両が判別できると言ったら語弊ですけれども、そういった専門

家の方で恐らくされておりますし、また関係する畜産農家にそういった消毒を行いますとい

うふうなことで連絡をいたしておるということでございますので、畜産の車両を運転される

運転手の方が恐らくそういったことで御了解といいますか、確認していただいておるという

ふうに、そういったことで消毒体制ができるんじゃないかというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 なかなか車の選別はできないかと私は思っておりますけれども、県としてどのように対処

していくのか、その点をちょっと注意深く私たちも見つめておきたいと思っております。 

 それから、市内の消毒マットについては、公共施設に81カ所というふうなことで計画をさ

れておりますけれども、現在、市役所の玄関のところにもマットが敷いてあります。しかし、

市民の方は、あのマットが何のマットかですね。きのうも担当課の方は大変暑い中に、自動

車の床のマットをですよ、あちこちから集めていただいて、掃除機で掃除しながら御苦労し

ていただいたわけですけれども、そのマットをせっかく玄関口に使っても、市民の方に対す

るこの必要性と、この口蹄疫に関する消毒マットという広報について、まだ行き届いていな

いんじゃないかと思うわけですけれども、その点、周知をしていくべきと思うけれども、そ

の点、お尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 消毒マットにつきましては、一応、素早く対応をしようということでやっておるわけでご
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ざいますけれども、私どもが早く動きましたけれども、結局、専門的な器具といいますか、

そういうのが非常に不足しているということでございまして、ボックス型の器具につきまし

ては、ＪＡさんのほうにも御協力いただきながら、かき集めておりますけれども、なかなか

集まらないというふうな状況でございまして、今、議員御発言の代替品につきましては、代

替品いろいろあるわけでございますけれども、一番簡易なのは、そこらにあるのにしみ込ま

せてということですけど、できるだけ長もてしながら効果があるということで、自動車に使

っておりました室内用のマットが効果的だということで、かき集めまして、今、手配をして

おるところでございます。そういうことで、そこに消毒液をしみ込ませてということで、そ

れを踏んでいただくというふうな方法になると思います。それぞれの施設の入り口等につき

ましては、そういう表示をいたしますので、ぜひ市民の方も御理解いただきたいなというふ

うに思っておるところでございます。ちゃんと表示をして踏んでいただくようにお願いをし

ていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 きのう、先ほど申し上げたように、本当に担当課の方は御苦労していただいて、本当に感

謝をしております。あちこちからマットがないということで、車の中古品のマットを持って

きて、全部敷いていただいておりますけれども、感謝をしているところでございます。 

 しかし、せっかくマットを敷いても、このマット、何のマットかなと、わからない部分が

あると思うけれども、市役所の玄関のところには、マットが手前にあって、口蹄疫のマット

で、消毒ですよというふうな備えつけの市民に広報する看板を備えつけて書いてありますけ

れども、小さい字で書いてありますけれどもね。そこのあたりはしっかりもっと前に、この

マット、何なのかというふうなことで、口蹄疫に対する感染拡大防止についての防疫体制の

マットということをしっかり市民に示していただくべきだと私は考えております。 

 そういうことで、改めて口蹄疫に対する防疫体制の強化を市民一丸となって、嬉野市に、

あるいは佐賀県に絶対入れないという組織体制をさらに強めていただきたい。そしてまた市

長は、今現在、本当に困っておる畜産農家を支えていくために、非常に経営を支えながら、

そういった畜産農家を支え、最重要課題ではないかと思いますけれども、改めてこの口蹄疫

に対する市長の取り組みを求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 宮崎で発生しましてから、国を挙げて対策をとっておるわけでございますけれども、とに

かく佐賀県に入れないということが第一でございますので、ぜひ県の施策にも協力をしてい

きたいというふうに思っております。 

 私どもといたしましても、とにかく畜産農家の方の御苦労をいつも見て、またお聞きして

おるわけでございますので、その御苦労にこたえるように、私どももしっかり頑張っていき

たいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そういうことで、改めて口蹄疫に対する防疫体制の強化をぜひ総力を挙げて取り組んでい

ただくことを切にお願いを申し上げておきたいと思います。 

 次に、水道問題に移ってまいります。 

 水道問題ですけれども、１番目に申し上げました、嬉野の町においては、水道は料金は低

いわけですけれども、合併してはや５年目を迎えております。そういう状況で、塩田は西部

水道企業団からの給水というふうなことで、佐賀県下で一番高いのではないかと思っており

ます。そういうことで、担当が調査をされておられると思いますけれども、塩田の町の水道

は、20トン、４人世帯の家庭で使った場合は5,880円ですね。県下で一番高いんじゃないか

と思いますけれども、その点どういうふうに把握されておるのか、求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 その件につきましては、県内で現在のところは一番高い状態でございます。ちなみに申し

まして、5,880円というのは、以前は武雄市が高いでしたけれども、合併して料金の一部が

改正をされましたので、現在のところ一番高い状態でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 塩田町の水道は、一番佐賀県下で高いというようなことで示していただきましたけれども、

私も調査をしております。そしたら、全国的に1,800自治体がありますけれども、全国上位

と私は思っておりますけど、全国で何番目ぐらいに高いですか。 

○議長（太田重喜君） 
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 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 水道料金につきましての日本水道協会の発表によりますと、全国で５番か６番程度じゃな

いかと思っております。ちなみに参考といたしまして、平成16年当時は20トンで、塩田町で

は、全国で９位という例があります。それは平成16年４月１日現在は全国で９位と。それと、

平成17年度につきましては、全国で８位というふうなデータが出ております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 佐賀県で１位、それからまた全国で５位か６位というふうなことですが、日本水道協会が

発行しておる水道料金表を見て調べてみましたら、１番が北海道の羅臼町、これが20トンで

6,360円料金を払っております。２位がまた北海道の江差町、３位が熊本県の上天草市大矢

野地区ですね、４位が北海道の夕張市、それから５番目が北海道の西空知広域水道企業団で

すかね、そして６番目が塩田町の5,880円というふうことで、非常に水道料金が高く、また

塩田の人たちは高い水道料金を負担しておるわけでございます。そういうことで、市長この

水道料金の全国でも５位か６位という状況を見て、どう思われるのか、求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在の状況については把握をしておるところでございます。これにつきましては、もう以

前の塩田町の執行部の皆さん方が、懸命に努力をして、水道行政を確立してこられましたの

で、どうこう言うことはございませんけれども、西部水道企業団の購入単価というのはほぼ

一緒でございます。ただ、なぜ塩田のほうが高くなっておるかといいますと、その当時の施

設整備、それから統合、その統一をしてされたという経緯があるわけでございまして、そう

いうところの償還の問題とか投資の問題とかあるわけでございまして、そういう点では、施

設整備に関する投資ということで、当時の塩田町の方は御理解をいただいておったんではな

いかなというふうに思っておるところでございます。ただ、そういうことがありましたので、

私どもとしては、ぜひ早く統一したいということで、今努力をしております。 

 また、それと昨年も議会でお願いしましたけれども、現在、塩田町の場合が、水道使用と

いうことが大体６割近くしか使っていただいておらないということだろうと思いますので、

半分ぐらいですかね、あと半分の方が使っておられないということでございますので、ぜひ
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安全面ということも考えても、水道使用ということをぜひお願いをしていきたいというふう

に考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 水道の上位ランクは示して、市長はそのようにお考えというふうなことですけれども、２

番目に、水道事業計画についてお尋ねしたいと思いますが、水道事業計画については、塩田

の管轄の西部水道事業団ですけれども、二部料金制度に４月１日からなったわけですけれど

も、その二部料金制度というものは、どういうものなのか。二部料金制度に伴って、塩田の

水道料金が契約水量4,483トン、１日契約しておりますけれども、その水量に応じての単価、

どういうふうになったのか、示していただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 二部料金制度につきましては、合併いたしましてから、いろんな意見を西部企業団のほう

に私も発言をさせていただいたところでございまして、現在の契約料金と実際の使用の水量

が違うということを非常に私どもとしては苦労をしておるということで、何とかならないか

とお話等もさせていただいたところでございました。それと御理解いただいて、基本水量と、

それから使用料に応じての料金という二部制にしていただいたということでございます。 

 しかしながら、これは西部水道企業団全体の経営の問題もございますので、二部料金にな

りまして、この嬉野市として負担が幾らか少なくなりました。幾らかといいますのは、宙に

は覚えておりませんけれども、大体年間5,000千円から6,000千円ぐらいだったろうと思いま

すけれども、それだけの負担は軽減されましたけれども、それはそれで私としては成果だと

いうふうに考えておりますが、それをそのまま料金の値下げに対応するだけの、いわゆる差

にはならなかったということでございますので、これはこれでちゃんと私どもとしては、経

営上の数字として残していきながら、次の料金の統一に向けて進めてまいりたいと考えてお

るところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 二部料金制度に伴って水道料金が年間5,000千円から6,000千円、契約料金が少なくなった
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と。前回は84円やったかと思いまして、今回、改正になって72円になったと。そしてまた、

その１トン当たり使用することによって10円プラスになって82円になるというようなことで

すけれども、そういうことで、塩田の水道利用者に応じては水道料金が5,000千円から6,000

千円、水代が安くなったわけやから、その分、塩田の水道利用者に対して還元をするべきだ

と私は思いますけれども、市長、再度求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、そのような御意見も踏まえて、平成24年度に料金を統一さ

せていただきたいというようなことで考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 平成24年の４月、料金統一というようなことで、市長、考えておられるわけですけれども、 

料金の格差については、先ほど申し上げましたように、嬉野と塩田、２町合併をして、１カ

月2,240円、20トン、平均世帯４人世帯で2,240円違って、年間に27千円ぐらい、同じ水道量

を使用してですね、料金が27千円塩田の人が多く支払っておるということで、合併して５年

ですけれども、５年間では135千円塩田の人が多く支払わなければならないということで、

合併をして速やかに料金の統一を図るというふうなことで、合併協議会で決定されておりま

すので、その点、24年の４月に向けて統一の段階というようなことで審議会が発足されてお

ります。審議会が発足されておりますけれども、その審議会のこれからの審議の内容、そし

てまた、何回ぐらい審議をされて結論づけていかれるのか、その点、あわせて求めたいと思

います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 審議会につきましては、それぞれの委員の方々に御苦労をいただくわけでございまして、

毎年、いろんな形で御意見をいただいております。そういうことで、今回も組織をいたしま

すけれども、いわゆる年に２回から３回開催をさせていただいて、私どもの基本的な計画を

お話申し上げて、私どもがその水道事業について、いわゆる年間の計画等も示させていただ

いて、またそれを御承認をいただくというふうな会になっていくというふうに考えておりま
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す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 嬉野市の町のほうは、20年の９月からやったですかね、水道料金を一部上がったというこ

とで、20トン使用して190円、６％引き上げされたわけですけれども、そのときの水道審議

会は４回程度審議をされておられまして、今回また水道審議会の新たにできて、水道の整備

について、あるいは料金統一に向けて取り組んでいかれますけれども、大変お骨折りをいた

だくことに感謝を申し上げておきたいと思います。そういう状況の中で、まず料金の統一に

向けては、市民の合併した町が一体となるためには、料金の統一を早い時期に取り組むべき

だと強く求めたいと考えております。 

 それから、料金の統一について、市長、どのように考えておられるのかということで、４

番目に質問をしておりますけれども、24年の４月に一気に統一をされるのか、あるいは段階

的に統一をされていくのか。その点、市長の見解を求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 段階的にという意味がわかりませんけど、料金の統一につきましては、ぜひ合併協議会で

も行っておりますので、統一をしていきたいということで協議をしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 合併市町村が今統一に向けて、どこでもそういった動きがあるわけですけれども、九州全

域、大概合併市町調べたんですけれども、諫早市については、22年の４月１日水道料金を改

定をして、25年の４月に統一をしていくというふうなことで、段階的に格差を埋めていこう

というふうな取り組みがされております。そしてまた、雲仙市も21年の10月から水道料金の

統一に向けて改定があって、24年の４月に新料金の改定というようなことで、よその町にお

きましては、そのようにされております。鹿児島県内については大概統一をされたというこ

とで調査をしておりますけれども、九州においても、統一をされていない部分もまだまだあ

るということは実態として明らかになっております。 

 そういうことで、審議会の諮問を受けて、３月26日、審議会が発足をされていますけれど
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も、嬉野市においては、昨年は６％上がったというふうなことですけれども、結論として統

一に向けては、全体的に嬉野の町の方は何％ぐらい上がるのか、計画性はあるのかどうか、

その点を求めたいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 まだそういう計算とかですね、そういうのはできておりませけども、私といたしましては、

24年に統一をするということで努力をしておるわけでございますので、今から計算をしてい

きたいと思いますけれども、水道料金というのは生活の基本でございますので、できるだけ

安くしていくという方向で統一をしていきたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 安くする方向で統一をしていきたいというふうなことですが、嬉野と塩田、先ほど申し上

げたように、20トン使った場合、格差が1.6倍ありますけれども、そこのあたりが審議会の

大きな審議の過程ではないかなと考えております。 

 私たちとしては、やっぱり生活にかかわる水道料金でありますので、両町が調和のとれた

水道料金というようなことで、適正化に向けて取り組んでいくべきだと私は考えております

けれども、担当課として、そういった計画性はお持ちなのか、その点まで求めたいと思いま

す。 

○議長（太田重喜君） 

 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 水道料金につきましては、先ほど市長が説明いたしましたとおり、24年の４月という形で、

今現在、水道課、財政の健全化という中で５カ年計画を行っております。その中でことし22

年度は財政健全化の見直しを行いまして、その結果を水道審議会にお諮りをしたいと。その

中でどういった結論が出るか、データ的にどういったものが出るか、その結果で水道審議会

にお諮りをしたいという計画で今行っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 
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 そこで、水道審議会の中では、今後そういった議論が深まるわけですけれども、水道料金

におきましては、市民の急激な負担を軽減するためにも軽減措置を図って、適正化に向けて

水道料金の格差是正を取り組んでいただきたいと切にお願いを申し上げておきたいと思いま

す。 

 次に、５番目ですけれども、水道料金、お互い嬉野、塩田、滞納というようなことが、ま

ず決算に大きな山場が来るわけですけれども、20年度決算におきましては、総額24,824,265

円、水道料金が滞納額が20年度の決算であります。そういうことで、徴収体制はどのように

されておるのかということで、担当課、求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 その件につきましては、徴収体制を、以前は１名で行っておりましたが、現在は２名の男

性で徴収体制を行っております。先ほど言いました、平成20年度決算金額は、議員の御指摘

どおり24,000千円程度でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 20年度決算では24,824,265円滞納と、徴収未納というようなことですけれども、この未納

に当たっては、給水の停止ということで水道事業の第35条に、この水道の使用者が工事費、

修繕費、料金または手数料を指定した納期内に納入しないときには、水道の停止という条例

がうたってありますけれども、この条例に基づいて執行されておるかどうか、その点、お尋

ねを求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 その件につきましては、３カ月以上の滞納になった場合は、一応停止という形で、今いろ

んな形で文書、二重督促、いろんな納付してくださいという御案内をいたします。３カ月以

上になりますと停止をいたしますという案内文書をやっております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 
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○15番（西村信夫君） 

 ３カ月以上、執行停止というようなことですけれども、24,820千円の滞納金が嬉野、塩田

合わせてありますけれども、この一般世帯の滞納と、あるいは事業者の滞納と分析をされて

おるかと思いますけれども、その点いかがですか、担当課、求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 その分につきましては、決算書、今現在、持参しておりませんので、個人的にどうだ、企

業的にどうだというデータは今持ち合わせておりません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そういうことのようですけれども、滞納回収に向けて、取り組み状況、今後どういうふう

に対処をしていくのか。嬉野町では17,000千円、塩田町では7,600千円滞納がございます。

そういったところで強力的な滞納徴収に向けての取り組み、改めて求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 その件につきまして、平成21年度、今、決算ができまして、これは決算審議会にお諮りし

ますけど、一応、前年度より0.2％アップの徴収率を上げております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 決算書に基づいて資料を見ましたら、19年度よりも徴収率がよかったというようなことで

すけれども、それなりの努力をされておられるという実績があらわれておりますけれども、

改めて徴収体制に再度強力的に求めていきたい、お願いしたいと思っております。 

 そういうことで、水道の問題については、これくらいで終わりまして、次に児童扶養手当

について質問をしたいと思います。 

 現在、母子家庭を対象に支給されている児童扶養手当が父子家庭の世帯にも支給される法

案が成立をして、８月１日から施行されるわけですけれども、嬉野市の母子家庭と父子家庭

の世帯数と交付対象者数はどのようになっておるのか、まずそれを求めたいと思います。 
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○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 児童扶養手当についてお尋ねでございますので、お答えしたいと思います。 

 現在、母子家庭のみに支給されている児童扶養手当につきましては、父子家庭にも支給さ

れるという法律が８月１日に施行されるところでございます。このことにつきましては、以

前からいろんな方から御意見をいただいておりますので、非常によかったなというふうに思

っておるところでございます。 

 お尋ねの母子世帯につきましては、今年度予算策定時期には、295世帯で、対象児童数が

406人になっております。所要要件の変更によりまして、支給時期には幾らかの変更もある

ところでございます。 

 また、父子家庭の児童扶養手当についてでございますけれども、把握の方法としては、ひ

とり親家庭の受給者からということで把握をしておりますけれども、34世帯、46人程度とい

うことで把握をしているところでございます。これも先ほど申し上げましたように、所要の

要件によりまして、支給の時期によっては少し数字の変更が出るということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 数字を示していただきまして、きのう担当課のほうに私もちょっと調べてみましたら、先

ほど市長が申し上げられましたように、母子家庭295世帯、嬉野市内であります。406名が対

象者ということで、父子家庭、お父さんと子供と生活されておるのが34世帯、46名というよ

うな対象者でございますけれども、児童扶養手当、母子家庭あるいは父子家庭は、親の所得

に制限されますけれども、18歳以下の子供の人数によって支給が決定されるわけですけれど

も、その算定、所得の限度額はどれくらいなのか、そのあたりを示していただきたいと思い

ます。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 限度額というお話でございます。満額支給の場合、１人子供がおられて、お母さんと一緒

という場合で570千円が限度額となっております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 
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○15番（西村信夫君） 

 お母さんと一緒に生活をされているお子さんにつきましては、１人分で570千円の限度額

で41,720円が支給というふうなことですが、２人目、３人目というふうなことで、加算され

るわけですけれども、その点どのようになるのか、示していただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 お答えいたします。 

 算定の方法ということだろうと思います。満額が41,710円ということで、仮に1,250千円

の所得があられて、子供さんが２人おられるという場合に、まず１人目の方に対しまして

22,190円、それに２人目の方に５千円が加算される。なお、３人目につきましては、それぞ

れ３千円ずつが加算されるという計算方法になっておりまして、これは所得から基本額を差

し引きまして、計数等を0.0184162とかいった計数を掛けまして、そういう算定を行ってお

ります。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 この交付に当たっては、限度額570千円、先ほど言われまして、その570千円以下の人が満

額41,720円もらえて、それ以上もらっている方については、ずっと減額をされるというふう

なことですが、その対象者全員、295世帯ありますけれども、全部対象者になっておる方が

何世帯あるのか、あるいは一部とか、あるいは対象外というふうなことでおられると思いま

すけれども、その点、調査されておられた場合は説明を求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 お答えいたします。 

 母子家庭におきまして、現在、把握しておりますのが、全部支給の場合が177世帯、242人、

一部支給が98世帯、140人、所得制限で支給をされていない方が20世帯、24人、合計の295世

帯、406人というふうになっております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 
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 あわせて父子家庭も説明していただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 父子家庭の支給予定になりますが、内容を分析しております結果、全部支給が21世帯で28

人、一部支給が９世帯で14人、支給停止にかかると見込まれる方が４世帯で４人、合計34世

帯の46人というふうになっております。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 所得制限でこのように全部支給、一部支給、停止というようなことで示していただいてお

りますけれども、母子家庭の295世帯、そしてまた父子家庭の34世帯、この所得平均はどれ

くらいなのか。その点おわかりやったら、示していただきたいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 具体的には把握しておりませんが、満額支給が570千円以下の所得の方ということで、一

部支給の方が570千円から所得ベースで2,300千円ということになっております。そういった

ことで、295人の母子家庭の中で177名の世帯があるということを推計いたしますと、2,300

千円の所得というふうになってまいりますと、3,000千円弱ぐらいの収入ベースで、給与ベ

ースでいけば、それぐらいになるというふうに推計できますので、一部、支給停止等を含め

ますと3,000千円前後かなという推計ができると思います。 

 以上です。 

○15番（西村信夫君） 

 父子家庭もあれば。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 父子家庭もおおむね23世帯の中で、21世帯が全部支給というふうになってまいりますので、

支給要件基準としては母子家庭と同じような要件になってまいりますので、おおむねそれぐ

らいじゃないかなと推計いたします。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 母子家庭295世帯、父子家庭34世帯、母子家庭の中で養育費をいただいておられる方とか、
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そういった部分が行政としてはおそらくわかりづらいかと思いますけれども、その点の所得

のあり方について、どのように分析をして交付支給されておるのか、その点求めたいと思い

ます。 

○議長（太田重喜君） 

 こども課長。 

○こども課長（江口常雄君） 

 養育費についてお尋ねですけれども、現在、養育費をもらっておられる方については調書

がありまして、嬉野、塩田合わせて25名ほどおられます。養育費については、その８割を収

入に認定して、先ほどの計算をするということになります。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 養育費を25名というけれども、これは申告制度で、申告をしなかった場合はわからんわけ

ですけれども、その点の調査のあり方はどのようにされておるのか、その点求めたいと思い

ます。 

○議長（太田重喜君） 

 こども課長。 

○こども課長（江口常雄君） 

 申告をしなければわからないというのは、おっしゃるとおりかと思います。毎年、現況届

というのをしていただくことになっております。現況届がない方については、児童扶養手当

は支給されませんので、その現況届を出していただくまでは支給しないということになるか

と思いますけれども、そのときになるべく現況届の際には、事実関係を詳しく聞くことにな

っておりますので、相手が隠すつもりで言われたら、やはりそこまでは私たちはなかなか切

り崩していけないかもわかりませんけれども、一応、誠実に業務を遂行する上で、知り得た

ものがこれだけであるということかと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 年に１回の現況調査で把握をされておるということですけど、厳密な把握はどうかと思い

ますけれども、そこのあたりはプロの行政マンとしての調査をされて交付されると思います。 

 そこで、８月１日施行というようなことですけれども、父子家庭にかかわる児童扶養手当

の事前申請から交付までの手続、嬉野市としてはどのような手続のもとで計画されているの

か、その点求めたいと思います。 
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○議長（太田重喜君） 

 こども課長。 

○こども課長（江口常雄君） 

 全体の数としては、先ほど申し上げましたように、三十四、五名かなと思います。もちろ

ん、この数というのは予算要求の時点での算定ですので、転出入であったりとか、新しく父

子家庭になられたりというのがあれば、また変わりますけれども、一番最初に私たちがやる

のは、広報だと思いますけれども、それは７月の市報にまず掲載をして呼びかけをしようか

と思っております。数的には少のうございますので、こちらのほうでわかる分については、

通知を差し上げて申請をしていただくというふうに思っております。今回は、11月中に申請

手続をしていただければ、８月から資格がある方については、もう受給できますので、特例

期間として、そういうふうに期間設けてありますので、その期間を利用しながら、なるべく

漏れがないような形で進めていきたいというふうに思っております。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 広報については、８月１日が施行されるわけで、11月30日まで申請手続はいいわけですね。

そういった中で、11月30日まで申請がお済みの方は８、９、10、11、４カ月分が12月に支給

ということですね。11月30日以降おくれて申請された場合については、その申請された月に

該当する金額しか交付できないということですが、改めて求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 こども課長。 

○こども課長（江口常雄君） 

 児童扶養手当の基本的な支給月というのは、母子家庭とかになられたときに、申請をその

月されれば申請の翌月からになります。ですから、申請の翌月からですので、11月30日を過

ぎて申請をされれば、もう12月からみたいになりますけれども。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 申請作業について、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 児童扶養手当について、もう一遍最後にお尋ねしたいと思いますけれども、母子家庭の中

で、子供お１人扶養されて手当を受けていただいた方が、２人目のお子さんができた場合、

２人目のプラス５千円が加算されるのかどうか。その点、いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 
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 こども課長。 

○こども課長（江口常雄君） 

 難しいケースをお尋ねいただいたかと思いますけれども、実務的には本人さんから申立書

をいただいて、その申立書の内容が間違いなければ、２子として認定するのに間違いなけれ

ば加算をされるという形になるかと思います。あくまでも申立書というのをいただいて、事

実を確認するということになっております。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 あわせてそのあたりは非常に難しいということで、いろいろ雑誌にも書いてあります。父

子家庭でお父さんが１人お子さんをして、そして２人目が生まれたというて、２人目を養育

するというふうなことについては、父子手当が出るか出ないかと。その点まで部長、どうお

思いでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 先ほど課長が申し上げましたが、その子供の親子関係の実態というのは、それぞれさまざ

まだろうと思います。そういったことで、申請によって養育なりを必要とする、当然、義務

としてあるという場合は、当然、支給加算対象になると考えております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そこのあたりは認知することよって支給対象になる、ならんということを判断されると思

いますけれども、そういうことで、８月１日施行の児童扶養手当、そしてまたあわせて父子

家庭への手当について、しっかり取り組んでいただきますことを心から願っております。 

 最後にですけれども、ジーベック跡地の活用についてということで質問させていただきま

すが、嬉野市は20年度、ジーベック跡地を企業誘致用として建物、土地、90,000千円で購入

をされておりますけれども、現在に至って状況はそのままだと私思いますけれども、今後、

ジーベック跡地の活用についての進捗がどのようになっていくのか、その点あわせて求めた

いと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答えいたします。 

 ジーベックの跡地についてでございますけれども、企業誘致用の土地がないということで、

企業誘致の候補地として購入したところでございます。また、鋭意売却について努力をいた

しておりまして、現在まで購入後、４社と具体的に私も交渉をしたところでございますが、

残念ながら最終的にはまとまらなかったということでございます。現在、建物の情報、また

特例措置等もございますので、そこらにつきまして、また県のほうにも再度提供もいたして

おります。また私どももいろんな情報をつかみながら、今後、進出についてもやはり具体化

をしていきたいというふうに考えておりますので、引き続き努力を重ねてまいりたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 市長は先ほど４社と交渉を重ねたと、来ていただいたと言うけれども、まとまらなかった

という、まとまらなかった要因は、金銭的にまとまらなかったのかどうなのか。その点、具

体的に求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 具体的には購入の段階で情報がございまして、そのときにもぜひ議会にお願いしたいとい

うことをしたわけでございますが、当初の１社につきましては、ほぼ確定という段階での話

でございましたので、可能性として非常にあったわけでございますが、ちょうどそのときに

アメリカのリーマンショックが発生いたしまして、いわゆる私どものほうに進出を予定して

おられた企業がアメリカの現地をすぐ視察されまして、今の段階ではどうしても投資ができ

ないというようなことでございまして、先方からも御丁重にお断りをいただいたところでご

ざいます。非常に残念な結果でございました。それはそれといたしまして、その後、３社か

ら具体的な話がありまして、交渉したところでございますが、１社につきましては、やはり

景気の問題等もございまして、投資時期が具体的にまとまらなかったということでございま

す。あと２社等につきましても、具体的に交渉等も入って現地も見ていただいたところでご

ざいますが、やはり施設の問題とか、また先方の会社の投資の問題とかございまして、なか

なかまとまらなかったというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 なかなか20年度からそのまま野放しと。現在、どのような状況になっておるのか、その点、

把握されておるのかですね。現在、そのジーベック跡地の状況、草が荒れ放題になっている

ですね。だれがあそこを管理していくのかということになりますけれども、非常に荒れてお

ります。けさも私あそこを通ってまいりました。そういうことで、草が荒れて、庭木もわか

らない状況になってきつつあります。そういうことで、その後、どういうふうになさってい

くのか。早くこれ結論づけるべきと思うけれども、市長どのようにお考えなのか、求めたい

と思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 管理につきましては、担当課のほうで管理をしているわけでございますけれども、ちょう

ど時期的に手入れが行われていないというような状況でございますので、今後手入れをしな

がら、やはり管理をしていきたいと思っております。 

 また、販売の条件等につきましても、先ほど申し上げましたように、県その他にもいわゆ

る情報として提供いたしておりますので、ぜひ私どもとしては継続して努力をしていきたい

ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 なかなかまとまらないという状況の中では、建物の制限とか、その敷地の面積とか、敷地

面積はどうしようもないわけですけれども、この際、建物を取り壊して更地にして、どこか

に売却する方法もあるんじゃないかと思いますけれども。もう１点は、一応管理も必要です

けれども、学校の柔道、剣道の関係についてもあそこはどこか使わしてくれないだろうかと

いうふうな要望書も出ておりまして、それを活用していくのか、それともあそこを壊して更

地で売却するのか、その点結論づけるべきと思うけれども、市長、どのように結論を示して

いくのか、求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 
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 建物の状況等につきましては、把握をしているところでございまして、建物につきまして

は、購入の段階でも評価を低くして購入しているわけでございますので、これは建物を利用

される場合、されない場合、両方ございますので、これらの取り壊し等も視野に、条件とし

て出てくれば、当然視野に入れて誘致をしておるというふうな状況でございますので、そこ

らについては、努力をしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 また、関係団体からいわゆる要望等も出ておりまして、これにつきましては、中学校の耐

震の改築等の関係もございまして、武道場等が使えない場合につきまして、売却等がまだ誓

約できていない場合につきましては、考慮できますよというふうなことで御返事をしておる

ところでございまして、これは中学校の武道場が実際、取り壊し等になったときに使えない

ということがあったときには、やはり代替地としてもどこか探さなきゃいけないわけでござ

いますので、そういうふうなことでお答えをしておるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そういったことでジーベックの跡地、市民の間からも、あそこはどうなるだろうかという

ふうなことで心配をなさっておられます。そして現在、先ほど申し上げたように、荒れ放題

になっておるという状況ですので、管理のほうをしっかり整備をして、そしてジーベックの

活用について、新たな施策を打ち出しながら、早急な結論を示していただきたいと願ってお

ります。 

 企業誘致というふうなことを名目にうたわれておりますので、企業誘致課担当の副市長に

最後答弁を求めたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 副市長。 

○副市長（中島庸二君） 

 お答え申し上げます。 

 先日、ジーベック跡を見てまいりました。中についてはまだかなりほかの利用等にも使え

るのかなという感じがいたしました。また、議員御指摘のように、奥のほうが確かに草が生

い茂って、早急に除草しなくてはいけないだろうと思います。それと、もう１つ、あそこの

宿舎というんですかね、管理人的な宿舎も何かの活用ができないかということもあわせて考

えなくてはいけないだろうと思っておりますので、ぜひ県等に連絡をとりながら、機会があ

るように働きかけたいと思いますので、今後そのような方向で進めたいと思います。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 
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 西村議員。 

○15番（西村信夫君） 

 そういうことで、ジーベック跡地の問題につきましても、早急に結論を示していただくと

いうふうなことで努力を重ねていただきたいと思います。 

 最後にですけれども、口蹄疫に戻りますが、口蹄疫の万全な感染防止対策に全力で市長、

取り組んでいただきますことを心から願って、私の質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（太田重喜君） 

 これで西村信夫議員の質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで13時10分まで休憩いたします。 

午後０時８分 休憩 

午後１時10分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問の議事に入る前に、西村信夫議員の一般質問に対する答弁について市長より答弁

の訂正の申し出があっております。これを許可します。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 それでは、ただいま議長の方からお許しをいただきましたので、先ほど私の西村議員への

お答えの中で、合併協議会の中で平成24年からということで水道の件でお答え申し上げたわ

けでございますが、合併協議の中では何年というのは入っておらないということでございま

すので、以前の一般質問でもお答えを申し上げておりましたとおりということで訂正させて

いただきたいと思います。大変、御迷惑をかけますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（太田重喜君） 

 それでは、引き続き一般質問の議事を続けます。 

 １番辻浩一議員の発言を許します。 

○１番（辻 浩一君） 

 議長のお許しをいただきましたので、通告書に従いまして質問をしたいと思います。 

 現在、我が国経済は世界的不況のあおりを受けて長期にわたり低迷を続けております。そ

の結果、当市における基幹産業の一つである観光業も危機的状況にあると言えるのではない

でしょうか。原因はさまざまあると思いますが、国民の全体的な節約志向や、以前のような

団体の慰安旅行から目的を持った家族、個人など少人数旅行への変化がその一因と考えてお

ります。そういった意味で、お客様のニーズにこたえるように景観、歴史、文化、いやしや

健康、スポーツ、市内産業の体験型など、観光資源の早急な育成や開発が求められているの

ではないでしょうか。主産業の一つである観光業の景気なくしては嬉野の活力はないと思っ
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ております。吉田地区の観光業にかかわっていない方々も百年桜の掘り起こしを契機に新た

なる観光資源の発掘見直しの機運があるように感じております。市長の所信に掲げてある嬉

野ブランドづくりの中で観光資源を磨くとありますが、今こそ官民一体となって観光業の復

活を図るよい機会だと思っております。そこで、どのような施策を考えておられるのか、お

伺いしたいと思います。 

 次に、イノシシ対策について伺います。 

 ここ数年の間にイノシシ被害は甚大になってきております。当初作物だけだった被害が、

今では作物はおろか、圃場や水路の崩壊、住宅周辺にまで被害が及んできている状況であり

ます。特に山間部においては少ない圃場に長距離の水路を有しており、その補修に徒労の汗

を流しております。自分の土地は自分で守ることが基本だと思いますが、中山間地の圃場は

山林とともに緑のダムとして大きく社会に貢献する役割を担っており、イノシシ被害による

圃場の崩壊や放棄は地権者だけの問題だけではなく、水資源の確保の意味からも社会全体で

考える時期に来ているのではないかと思っております。さきに行いました吉田地区の行政嘱

託員との懇談会でも各地区の要望の大半はイノシシ被害のことであり、村社会に深刻な問題

を呈しているのであります。執行部におかれましても、現在できることは努力されていると

思いますが、今後の対策展開についてお尋ねをしたいと思っております。 

 あとは各論につきましては質問席で行いたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 １番辻浩一議員のお尋ねについてお答え申し上げます。お尋ねにつきましては、１点目が

嬉野ブランドづくりについて、２点目がイノシシ被害についてということでございます。 

 まず、１点目の嬉野ブランドづくりについてお答え申し上げます。 

 嬉野温泉の魅力をアップさせるため、観光協会などと連携しながら誘客に努めておるとこ

ろでございます。議会でも観光振興につきましては毎回多くの御意見をいただいております

ので、できるだけ実現するよう努力をしているところでございます。 

 先日、議会のほうで御提案いただきました地旅につきましても、早速研修会を実施いたし

たところでございます。嬉野市内における観光資源につきましても整備を進めてまいりたい

と考えております。体験型や回遊型など地域にあるものを再度見直しながら魅力アップを行

ってまいりたいと考えております。 

 昨年度実施していただきました美力アップキャンペーンスタンプラリーにつきましても多

くの御参加をいただき、多くの御感想もいただいております。今回、予算として大茶樹関係

整備のお願いをいたしておりますが、今後も市内の観光地整備を継続してまいりたいと考え

ておるところでございます。 
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 議員御提案の市内の観光地といたしましては、嬉野ぶらりマップに掲載いたしております

ので、今後それぞれの施設の整備を進めたいと考えております。以前、地域の方から御提案

をいただいております春日渓谷の植栽や西川内の大フジの案内、両岩の巨岩地区などの整備

などもできればと考えておるところでございます。今回、観光ガイド関係の人材育成にも取

りかかっていただいておりますので、充実していくものと期待をしているところでございま

す。次には体験観光へ整備を行ってまいります。焼き物会館での体験も定着しつつあります。

今後、志田焼の里の体験も充実させていければと考えておるところでございます。また、お

茶の研修施設、嬉茶楽館の実習体験や観光協会での湯どうふ体験、農業体験なども整備でき

たらと考えております。次に、嬉野市内での浮立の披露や獅子舞の披露なども観光資源とし

て考えるものと期待をしているところでございます。 

 次に、宿泊を伴う大会誘致などについてでございますが、観光課や社会教育課やほかの課

も連携しながら大会誘致に努めておるところでございます。また、県や各種団体とも連携を

しながら努力いたしております。スポーツ、文化、医学など大会誘致をすることにより、宿

泊や食事のお客さんも増加するものと期待をしております。今年度これから子供たちの大会

や医学関係の大会、また今回は急遽でございましたが、宮崎県で開催予定でした高校総体九

州大会卓球大会を嬉野市で６月に開催することになりました。開催地元として歓迎態勢を整

えてまいりたいと思います。また、ことしの12月には全国ユニバーサルデザイン大会や来年

には全国女子ソフトボール選手権大会などの大きな大会も決定することができたところでご

ざいます。また、次回に予定されております全国高校総体九州地区の当番にも誘致に向けて

既に努力をしているところでございます。 

 いずれにいたしましても、民間の皆様の御協力はもちろん、庁舎内の情報交換を行い、連

携をしながら大会誘致に努力をいたしたいと思います。 

 次に、イノシシ被害についてお答え申し上げます。 

 イノシシの被害対策につきましては毎年多くの予算をお願いし、対策をとっておるところ

でございます。以前は単独での対応もありましたが、イノシシが広範囲に活動するために、

自治体を超えて連携しながら取り組みを行っております。近隣の市町との情報交換も続けて

おるところでございます。嬉野市は近隣の市町と比較して多くの頭数を毎年捕獲していると

ころでございます。また、被害の状況につきましても個別にお聞かせをいただいたり、行政

嘱託員会の席でお願いをして把握しているところでございます。また、本年２月にも実数調

査を実施しまして、現在、回答をいただいておるところでございます。 

 対策といたしましては、県の特別対策、国の特別対策などを取り入れながら、駆除の実施

や電気牧さくの設置、狩猟免許関係の手続、また弾薬の補助、箱わなの設置助成などさまざ

まに取り組んでおるところでございます。 

 次に、狩猟免許の手続についてでございますが、現在、狩猟免許につきましては区分とし
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て４個もあり、今年度は４回実施されるところでございます。網猟の免許、わな猟の免許、

第１種銃猟の免許、第２種銃猟の免許となっております。必要でしたら試験の開催日、場所、

費用につきましては担当からお答えをいたします。 

 次に、捕獲後の処理につきましては、埋設処理をしていただいたり、適当な大きさのもの

は食用として処理をされているところでございます。捕獲に対する報償金のこともあります

ので、捕獲につきましては記録を残していただいております。 

 また、次に口蹄疫との関連についてでございますが、現在までイノシシを介してウイルス

を伝播したとの情報はくっておりません。しかしながら、イノシシは偶蹄類の動物であり、

警戒が必要と言われております。既に畜舎周辺には防鳥ネットの設置や清掃の徹底などをい

ただいておるところでございます。また、畜舎周辺での防御の牧さくわなにつきましても設

置要請を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上で辻浩一議員のお尋ねについてお答えといたします。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 議長にちょっとお諮りしたいと思いますけれども、順番を変えてイノシシ対策のほうから

質問したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 はい、どうぞ。 

○１番（辻 浩一君） 

 それじゃ、お許しをいただきましたので、イノシシ対策のほうから質問をしていきたいと

思います。 

 先ほど壇上で申し上げましたように、自分の土地は自分で守るというのが基本だと思いま

すけれども、もうそういったことじゃ手に負えないような状況に来ているというふうに思っ

ておるところでございます。 

 今現在、担当課のほうに聞いたところ、48名の猟友会のメンバーがおられて狩猟をされて

いるというふうなことでございますけれども、３月補正において減額補正をされました。と

いうことは、それだけ頭数がとれていないというふうに思うわけでございますけれども、今

の現状のままでいきますと、放置をしておるとどんどんどんどんふえてまいって、冗談じゃ

ないんですけれども、温泉街にイノシシが闊歩するような事態が来るんじゃないかなという

ふうに私は思っているんですけれども、そういった意味で、イノシシの対策として考えられ

るのは、山から出てこないようにするのか、あるいは個体数を減らすのか、その２つに１つ

だというふうに思っております。 

 そういった中で、山から出てこないようにするということ、防止ネットですね、こういっ
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た対策について補助関係があったらちょっと教えていただきたいと思いますけれども。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 イノシシの対策につきましては、議員御発言のように、以前は個々の自治体、個々の農家

が努力しておったわけでございますけれども、もう十数年前からそのようなことでは手薄い

ということで、私自身も国のほうに、また県のほうにも要望をしてまいりました。県のほう

にも要望いたしまして、今、県では、いわゆる私どもはもちろんでございますけれども、近

隣の市町と一緒になって取り組むということも御援助をいただいておるところでございまし

て、また、私ども特に長崎県との関係もございますので、長崎県との情報交換も県のほうに

お願いをして、県のほうもしていただいているというふうなことでございます。また、国へ

の要望も再三いたしまして、特別対策がとられたところでございます。この特別対策につき

ましても、先般の市長会でも再度要望等もいたしておるところでございまして、第１期の事

業が平成22年までということになっておりますので、これにつきましては延期に向けて今活

動をしておるところでございます。 

 それでは、現在の対応についてでございますけれども、いわゆる大規模での取り組みにつ

きましては、嬉野の場合は不動山の山本川内地区での対策等も国の事業等を取り入れながら

やっておりますので、地域のほうで御要望がいただければ、またそのような取り組みも今後

もできるんじゃないかなというふうに考えておりますので、大幅なネットとか、そういうふ

うになりますと、国の事業への申請をしながら取り組みをしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 出てこないようにするということは、国からの補助もあってできることはできるんでしょ

うけれども、かなりの金額と物すごい労力が要って、なかなか難しい部分があるんじゃない

かなというふうに思います。つい最近だったと思うんですけれども、市のほうから狩猟免許

を取ってくださいというようなお誘いが各地区にあったというふうに思いますけれども、と

いうことは、とる人をふやして個体数を減らしていくという方法だというふうに考えるわけ

でございますけれども、この狩猟免許についてですけれども、基本的に自分の敷地、私有地、

そこら辺にわなをかけたりするのはやはり免許が要るんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 
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○産業建設課長（松尾龍則君） 

 ただいまの御質問についてお答えいたします。 

 狩猟免許につきましては、市長が先ほど御答弁申し上げましたように、普通、網猟免許、

それからわな猟免許、第１種銃猟免許、それから第２種銃猟免許、４種類ございます。その

中で、自分のところといいますか、自分のところだけ、例えば捕獲区域といたしまして被害

地区及びその近接地ということで、鳥獣の何といいますか、自衛捕獲と、そういったことが

ございまして、その分につきましては、狩猟の方法としては箱わなのみということでござい

ます。銃なんかを使う場合は狩猟といいますか、猟友会なんかに入っていただいて、そうい

ったことがございますが、自分ところで自衛でとるというふうなことにつきましては自衛捕

獲が認められておりまして、対象鳥獣はイノシシのみですね。それと、今申しました箱わな

のみということでございまして、要件といたしましては狩猟者登録、この要件はございませ

ん。要件といたしましては、狩猟の免許は必要でございます。そして狩猟者の保険ですね。

事故があったらいけませんので、その保険に加入していただきたいということと、これは猟

友会支部長の確認を受けたものということでございます。そういったことで、自衛のための

捕獲はできるということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 今のお答えを聞いておりますと、箱わなだとオーケーだということで、ワイヤーわなとか、

そういったことはもうできないということですね。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 はい、そうでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 箱わなになってきますと非常に移動が難しい。そして最近は非常にイノシシもなれてきて、

箱わなの下から入ってえさをとるような状況で、なかなか箱わなにも入らないというふうな

ことで、箱わなを設置するのに非常に労力が要りますし、移動も難しいということで、高齢

の方はなかなか難しい状況にあると思います。 

 そしてもう１つ、免許取得ですよね。免許取得、ちょっとお聞きしたところによると、取

るために猟友会なんかに14千円払って、あと受講後、免許取得に21千円という話をちょっと
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聞いたんですけれども、ここら辺の猟友会に払う金というのはどういった意味でしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 猟友会に払っていただくものといたしましては、佐賀県猟友会費がわなにつきまして４千

円ですね。それとか、猟友会嬉野支部の会費といたしまして５千円、免許の受験手数料とい

たしましては5,200円ですね。いろいろ共済費とかございまして、それから、あと狩猟の登

録税ですね、そういったやつを含めまして、標準的なものでいいますと、わな猟免許のみで

あると35,400円、それから、銃の免許のみでありますと49,500円からですね。それと、わな、

銃両方でありますと63,580円ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 そういったことで、わなの免許取得に対してですよ、取得のための緩和はできないかとい

うような要望は今まであったことはありませんか。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 取得の緩和といいますか、この取得につきましては２分の１の補助をいたしております。

そういったところで、緩和といいますか、議員はどういった意味で緩和とおっしゃっている

か知りませんですけど、受験の手数料というのは5,200円は絶対かかりますので、その半額

は補助をしているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 私が聞いたとは補助金とかじゃなくて、箱わな以外にワイヤーわなですね、そういったも

のの緩和措置というか、そういったことは要望とかあったことないですかということを聞い

ているんですけど。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 
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 はい、そういったやつは私は聞いておりません。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 先ほど言いましたけれども、私有地にあって、その自衛のために箱わなを仕掛けるのはい

いと、免許を取っていいということなんですけれども、結局、これも免許が要るんですね。

（「それ違うばい。免許要らん」と呼ぶ者あり） 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩。 

午後１時31分 休憩 

午後１時31分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 自衛捕獲の場合は狩猟の免許は取らなければなりません。ただし、狩猟の免許、これは狩

猟したい方は都道府県ごとに狩猟者登録というやつが必要ですけれども、それは必要ないと

いうことでございまして、狩猟税の8,200円かかりますが、その分については納めなくてい

いというふうなことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 はい、わかりました。市のほうが各部落に免許を取ってくださいというふうなことで依頼

があったのはそういうことだろうというふうに思います。取得に補助金が幾らかあるわけで

ございますけれども、そして３年に１回更新が必要ですね。そういった手続が結構面倒だか

らというふうな話を聞くんですよ。これは法律の分野ですかね、条例、法律。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 お答えいたします。 

 狩猟免許につきましては全国一円でございますけれども、有効期限が３年ということにな

ってございまして、３年ごとに更新をするということになっております。 
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 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 わかりました。もしそういった要望があるということで、そういう話をする機会があれば、

そういった意見もあるということで、何かの折に話していただければと思いますけれども。 

 それでは、きょうちょっと聞いた話なんですけれども、イノシシの隠れ場所ということで、

大きな河川についてはヨシが生えておっても何年か一遍にしゅんせつをされるわけですよね。

中小河川につきましてはそういったことができていないということで、河川の中にあるヨシ

の中にイノシシがすみついて出没するというふうな話を聞いたんですよ。そういった意味で

は、そういったヨシを刈ることをしていただくことはできないのか、あるいは部落の人にお

願いして刈っていただく、その補助金とかなんとかできないのか、そこら辺ちょっとお尋ね

したいんですが。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 先日も防災パトロールを行ったわけでございますけれども、その際もそれぞれ機関の代表

もおりまして、議会の議員さん方もお忙しい中に参加をしていただいたわけでございますが、

下野地区を視察しているときに地域の方からそういう話があっておりました。それはヨシで

はなくて、木が河川の中に生えているというふうなことでの伐採の申し入れでございました。 

 私ども以前から、いわゆる今イノシシが河川の中に入り込んでいるということで情報もい

ただいておりますし、実際、そういうことだということでございます。ですから、特に今、

米あたりの被害につきましては、以前は山から被害が出るということでしたけど、最近は川

の中からイノシシが飛び上がってくるというふうなこともございまして、非常に憂慮してお

るところでございまして、それで、いつも鹿島土木のほうには河川内のヨシ、また雑木です

ね、そういうものの撤去についてはお願いをし続けております。それで、一応鹿島土木のほ

うもできる限り対応をしていただいておりますので、きょう御意見もいただきましたので、

また再度お伝えをしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 はい、よろしくお願いしたいと思います。 
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 今現在、先ほども申し上げましたように、猟友会の方が捕獲に携わっておられるわけでご

ざいますけれども、昔ですとイノシシが大分少ない、余り出ていない時代は、非常にイノシ

シの肉も喜んでもらっていただけるというふうなことでとっておられた部分もあると聞いて

おります。最近は余りふえ過ぎて、とれ過ぎて、もうもらってくれる人もおらんけんが、も

うとらんでいっちょこうというような話も聞いたことがあるんですよ。そういった意味で、

その後の処理の仕方ですよね。例えば、つかまったときに役所か何かに連絡すれば行って、

ちゃんと後の埋設まで完璧にしてもらえるというふうなことで理解してよろしいでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 捕獲後の殺処分については市役所のほうでするのではなくて、とられた方でしていただい

ております。まず、耳とかしっぽを切り離して冷凍保存していただいて写真に撮影していた

だくということで、職員のほうで確認して処理をしていただくということにいたしておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 そしたら、基本的に耳、鼻以外には自分で埋設するか、処分するか、そうしなきゃいけな

いということですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 はい、そうでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 これは吉田地区の嘱託員会のときに話が出たんですけれども、イノシシ、敵をとるために

は敵を知らなきゃいけないということで、イノシシの専門家というですかね、鳥獣の、そう

いった方々の講習会とか、そういったことができないかというふうな御意見があったんです

けど、そこら辺はどうでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 
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 ただいまの御質問については、猟友会嬉野支部の方に御相談を申し上げまして、そういっ

たことは可能であるのではないかというふうに思っております。要請があればそのような対

応をしていきたい。猟友会のほうにお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 これは要請があったらぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次に口蹄疫との関連についてでございますけれども、先ほど市長もお答えいた

だきました。豚がイノシシの1,000倍ぐらいのウイルスを放出するということで、親戚みた

いな感じですので、多分イノシシもそれくらいのウイルスを出すんじゃないかなというふう

に思っているんですけれども、これが野生のイノシシに感染した場合ですよ、コントロール

がきかないわけで、かなり被害の拡大、あるいは長期化につながるんじゃないかなというふ

うに思うんですけれども、そういった意味でも個体数を減らす、そういうことは非常に必要

だと思うんですけれども、そこら辺見解いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 御意見のとおりでございまして、また要望に来られた方からもそういうふうな話を直接聞

いておりまして、先ほど申し上げましたように、それぞれの施策についてもとっていきたい

ということで話をしております。 

 それで、まずはやっぱり寄せつけないということもありますので、いわゆる防鳥ネット等

をぜひ利用していただければと思っておるところでございます。それとまた、畜舎とか豚舎

をお持ちの方は状況的にはもう十分御承知であるわけでございまして、そういうところでぜ

ひ必要なネットとか、それからまた電牧とかいろいろあるわけでございまして、そういう点

がお話いただければもう十分対応するように既に動いておりますので、いろんな情報等をい

ただければ対応できるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 以前、市長と雑談をする中で、自衛隊にお願いして訓練の一環としてとってもらえること

はできないかというふうな話をしたこともあるんですけれども、実際、西部方面隊のある自
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衛隊の方にお願いをされた方もいらっしゃって、それはもうできないよというふうな答えだ

ったそうなんですけれども、今現在、48名でとられている中で、やっぱり人手が足りないと

いうふうに思うんですけれども、例えば宮崎、あるいは大分なんか結構狩猟の専門家、イノ

シシの専門家がいらっしゃると思うんですけれども、そういった方に依頼してですよ、ここ

ら辺の嬉野市内のイノシシの捕獲をしていただくというふうな考えをお持ちじゃないでしょ

うか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えをいたします。 

 自衛隊の件につきましては、以前も県のほうで座談会がありましたときにも私も提案をい

たしておりまして、お答えしたとおりでございます。現在、直接捕獲はできないとなってお

りますけれども、いわゆるうちのほうは該当しませんけれども、広域に例えば防御ネットを

張るとか、そういうふうな対策をとる場合についての、いわゆるそういうふうな施設の整備

についての援助については、対応の仕方によってはできるというふうなことも聞いておりま

すので、そこらについてはまた具体的に詰めていければというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 また、今の専門家を招いてということにつきましては、先ほど担当申し上げましたように、

これは猟友会のほうにも一応話としてはもう既に伝えておるところでございますが、猟友会

の皆さん方もそれぞれ情報は持っておられますので、まず、やはり地元に一番詳しい方に一

応お聞きをして、そして対応していければというふうに思っておるところでございます。嬉

野、塩田両方猟友会がおられますけれども、ほとんど今の状況は把握しておられますので、

地域の方も御相談いただければ、私どもの担当が申し上げましたように、ちゃんと連絡はつ

くようにいたしておりますので、そこらについては御相談をしながらやっていければと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 地元の猟友会という話がありましたけれども、実際問題として、３月のときに補正で減額

補正があったということは、それだけとれていないというふうなことでございますので、地

元の猟友会との調整もしながら、そういったよそからの派遣を依頼するという方向も真剣に

考えていただければというふうなことでお願いをしておきたいと思います。 

 以上でイノシシについては終わりたいと思いますけど、次に、観光問題について。 
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 きのうからもう大分各議員、観光問題については質問されておられました。ということも、

やはり先ほど壇上で申し上げましたように、嬉野の基幹産業の観光がやっぱり回復しないと

嬉野の景気は回復しないという認識のもとで、いろいろ思いのたけを述べられておられるん

だろうというふうに思います。 

 先日、５月なんですけれども、同じ観光立市であります三重県の鳥羽市のほうに観光基本

計画の視察をしてまいりました。そこも伊勢神宮、あるいは志摩のリゾート関係で、嬉野に

比べますと大分恵まれたところでありますけれども、やはり先ほども申し上げましたように、

長期の不景気ということと旅行の形態が変わったということで、年々客が減少するというふ

うなことで非常に悩んでおられました。 

 そういった中で、基本計画の中にオールタナティブ・ツーリズムというふうなことを掲げ

ておられました。これは、今までにある観光プラス、あるいは先ほども話に出ました地旅と

か、あるいはエコツーリズム、グリーンツーリズム、これすべてを網羅していろいろなお客

さんのニーズにこたえるために、そういったアイテムをそろえようというふうなことだとい

うふうに私は理解しておりました。 

 そういった意味で、先ほど市長の答弁の中でいろいろ言われましたけれども、そういった

いろんな観光資源を育成していく、これは非常に大事だと思います。そういったことで、市

長の観光資源を磨くというふうなことで書いておられると思いますけれども、先ほど質問の

中で言われましたけれども、岩ノ下の巨岩、奇岩、ここら辺も非常に大事だと思いますし、

あそこら辺には山桜が大分点在しておりまして、ここら辺もクローズアップすれば大分観光

資源になるんじゃないかなというふうに私は思っております。 

 景観条例にちょっと反することになるかと思いますけれども、大部分は人工林が大きくな

りまして、岩も大分見えなくなってきましたし、また、山桜も周りの人工林に押されて見え

方が大分少ないわけですよ。そういった意味で、そこら辺のメーンになるようなところだけ

でも切り倒して、クローズアップさせることは非常にいいことじゃないかなと思うんですけ

れども、市長、そこら辺の考えはいかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今のお話のとおりでございまして、やはり当初のいろんな植栽との関係もございまして、

30年以上たつとなかなか景観的には開けないというふうな状況になりつつあります。例えば、

数年前にもお願いしましたけれども、例えば、現在設備ができております展望台につきまし

ても、以前とはまだ様子が変わってきているというふうなことでございます。また、両岩の

周辺の、これは天然の樹木が多いわけでございますけれども、非常に見通しがつきにくいと
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いうふうな状況でございますので、ここらにつきましては、やはり地権者の御了解をいただ

きながら進められればと思っておりますので、これは総合的にまた御相談も申し上げていき

たいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 そういったことで、せっかく吉田のコミュニティもできておりますし、また活き生き吉田

会ということもできておりますので、そういった中で、特に活き生き吉田会の中にはグリー

ンツーリズムじゃないんですけれども、そういった自然を大切にしたいというふうな形でい

ろんな活動もされておられますので、そういった方々と連携をしながら、また新しい観光資

源の発見とか磨きとか、そういったことをしていくことが必要なんじゃないかなというふう

に思っております。 

 それでは、今、自然の景観のほうを言ってきましたけれども、歴史的なことをちょっとお

話ししたいと思いますが、また両岩のことになりますが、両岩の両岩宮、ここは歴史的背景

をいいますと、鎌倉幕府の執権だった北条時頼、時宗のお父さんになるんですけれども、こ

の方があそこの両岩に来て病気になって、快気祝に狛犬を奉納したというふうな歴史がある

わけで、歴史を好きな方だったら、そういった物語というんですかね、そういったものをつ

けて売り出すことによって、また一つ魅力になるんじゃないかと思いますけれども、ここは

長崎街道を通っておりますので、その本陣として瑞光寺とか本応寺がありますが、そういっ

たところの記録を見れば、いろんな方がいろんなことでかかわり合ったというふうなことで、

いろんな歴史があるんじゃないかなと思うんですけれども、そういったことをクローズアッ

プさせていくことも一つの観光資源じゃないかと思いますが、市長の見解はいかがでしょう

か。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 両岩地区につきましては、ここはもう以前からいろんな貴重な文化財等も保持しておられ

たわけでございます。また、今お話のような歴史もございますので、ぜひこれから地域の方

とも御相談していければなというふうに思っております。また、文化財の小浮立等も持って

おられますので、地域を挙げて御協力いただくとなると非常に大きな観光資源にもなってい

くというふうに思っておりますので、議員の御提案もございますので、ぜひ地域の方に御相

談を申し上げていきたいと思っておるところでございます。 
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 また、以前、議会でも嬉野の議員からいただいておりましたいわゆる文化財宝物につきま

しても、ぜひ地元の人がもっと親しくということでございましたので、今、手続をしてはお

るところでございます。そういうことで、現物は今佐賀のほうにありますのでなかなか見ら

れませんけれども、いろんな形で地域の方が理解していただくような形に持っていきたいと

いうことで、今努力をいたしておりますので、ぜひ御支援をお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 両岩に関しましては狛犬自体はあるんですけれども、そういった歴史を書いたような立て

札もありませんので、もしそういったことができるんであれば、そういった歴史的な背景も

看板なりつけていただければなというふうに思っております。 

 そして今、市長のほうから小浮立というような話がありましたけれども、この踊りの中で

綾竹という踊りがあるんですけれども、これの装束を見ますと、私自身の考えだけかもしれ

ませんけれども、雲南省の少数民族の装束に非常によく似ているんですよ。ここら辺の歴史

をたどっていくと、これもまた何かのロマンになるんじゃないかなというふうな気がします。

もう１つ、祓囃子というのがあるんですけれども、これも見よったら、韓国の能楽のサムル

ノリ、この踊りによく似ているなというふうな感じを持っております。調べたわけじゃない

んでよくわかりませんけど、そこら辺も調べると、何かおもしろい歴史につながるんじゃな

いかなというふうな気がしております。 

 次に、体験型の話もされました。今のところ農業体験につきましては田植え、稲刈りをや

っておられます。それとお茶摘みですね。そういうことをやっておられますけれども、季節

限定になってきますので、ここら辺もまた農家の方と連携しながらいろんな農業体験、ここ

ら辺の連携をしていかなければならないんじゃないかなと思うんですけれども、非常に今、

竹がはびこって、竹の荒れ山になっているんですけれども、最近はもうイノシシのえさ場に

なってしまって、なかなかタケノコは食べられないんですけれども、ちょっと手入れをして、

タケノコ狩りの体験とか、あるいは夏休みにクヌギ林か何かにカブトムシを放して、カブト

ムシ狩りの体験とか、そういったこともなかなかおもしろいんじゃないかなと私は思ってい

るんですけれども、そこら辺の見解はいかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる体験につきましては、一つの根っこはシーズンに限定されるということがござい
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まして、なかなか難しい点がございました。それで今、私どもはお茶の研修センターの嬉茶

楽館を持っておるところでございまして、今、担当のほうで苦労しながら研究しております

けれども、年間を通じて何とかお茶のいわゆる実体験というのができれば観光資源としても

う少し売り込めるというふうに考えておりますので、そこらについては今すぐにはできませ

んけれども、年間を通じてお茶煎りとか、そういうのができるような形での方策をまず考え

てみようということで、今取り組みをしておるところでございます。 

 また、議員御発言のほかのいろんな体験等もこれから研究をしてまいりたいと思います。

とにかく今自然に親しんで、そして地域の楽しさを知るということに非常に人気が集まって

いるというふうなことでございます。以前も吉田地区の米づくり体験で福岡のほうからお客

さんが来ておられますけれども、やっぱりああいうふうなのも地域の自然を見ながら、あの

現場で春日地区で田植えするということについては非常に魅力を感じておられるわけでござ

いますので、そういう点、やはり継続しながらやっていくように、団体とも協議をしてまい

りたいなというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 見回せば体験することはいろいろあると思いますので、連携をしていきながら、観光資源

になるように研究をしていただきたいというふうに思います。 

 次に、スポーツ大会等の連携について、先ほど話がありました。実は柔道協会は高校の練

成大会を今呼んでやっておりますし、また、ことしは無理としても、来年は全日本女子の合

宿を何とか呼びたいということで頑張っておるんですけれども、そういったスポーツ各種団

体にいろんな大会を嬉野市内でやっていただくというふうなことの呼びかけ、それと、今ま

での経緯、これからするのか、そこら辺の見解をいただきたいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 今御発言の柔道の関係の皆様方につきましても、いろんな形で御協力をいただいておると

ころでございまして、新しい大会も、また合宿等も開いていただいておりますので、お礼を

申し上げたいと思います。 

 また、いろんなスポーツ団体の御協力をいただいておるところでございまして、嬉野で開

催していただく理由の大きなものは、やっぱり施設があるということも大事ですけれども、

地元のスポーツ団体がしっかりしていて、いわゆる審判とか、それからサポーターとか、そ
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ういう人材が確保できるということについては非常に御理解いただいて、嬉野地区で開催し

ようというふうなことは最終的な決定段階で力を発揮する場合が結構ございます。そういう

点で、私どももいろんなところに売り込みに行きますけれども、やっぱり地元のスポーツ団

体の方が最終的に一声受けてやるというふうなことを言っていただければさっと話が進むわ

けでございますので、そういう点ではやはり地元のスポーツ団体の方の御協力をいただきな

がら、これは大会誘致についてはしっかりやっていきたいなと思っております。 

 また現在、旅行の形態が変わっておりますので、そういうふうなやっぱりスポーツ合宿と

か、ほかの体験合宿というのが非常に商品として魅力あるものに変わってきておりますので、

そこらは観光関係の方も今はもう随分理解が進んでおりますので、ぜひ進めてまいりたいと

いうふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 野球の関係者とか、サッカーの関係者に聞きますと、鹿島市の競技場と比べますと、特に

野球なんか蟻尾山と北部とみゆき、轟、４つの球場があるので、嬉野に泊まってすると非常

にいいなというふうなことを聞きますし、会場が近接しているのでやりやすいというふうな

話も聞きますので、そういった関係の方々にも積極的にお話をしていただいて、大会を誘致

していただければなというふうに思っております。それで、せっかく温泉があるわけですか

ら、トレーニングとケアのまちというふうなことをまた新しいキャッチフレーズで、そうい

った方面ででもまた進めていただければというふうに思っております。 

 それでは、きのう観光商工課長のほうから観光マップをいただきました。そういった中で

見ておりまして、先ほどいろんな目的があって来られるというふうな話があったんですけれ

ども、この中にトレッキングコースとか、サイクリングコースとか、ランニングコースとか、

そういったものを設定して書き加えていただければ、もっとお客様に親切になるんじゃない

かなというふうに思うんですけれども、そこら辺いかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 一応ある程度のリーフレット等につきましては、ウオーキングコースについては表示をい

たしておりますけど、今御提案ありましたトレッキングのコースとか、そういうふうなとこ

ろについてはまだ記載がしてありませんので、ここらについてはこれからまた研究もしてい

きたいと思います。 
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 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 こういった中で、トレッキングとかハイキング、あるいはグリーンツーリズム、エコ、こ

ういったことになりますと、やはりガイドさんが必要になってくるんじゃないかと思うんで

すけれども、そういった中で、どこでもボランティアガイドの育成というふうなことで頑張

っておられますけれども、嬉野ではボランティアガイドの立ち上げとか、そういったことは

考えておられませんでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 全般的な民間の方にお願いしたボランティアガイドというのは既にもう立ち上がっており

まして、研修等もしていただいております。その地域に２名か３名おられます。例えば塩田

地区を回る場合は、塩田地区のボランティアガイドさんにお願いするというふうな形で取り

組みはしていただいておるところでございまして、年に数回かはそんなことで応対をしてい

ただいておるようでございます。 

 ただ、それに加えて、私どもとしては全般的にガイドをしていただく方が必要だというこ

とで、今回、観光協会のほうで国の助成金等も使って今取り組みをしておられますので、そ

こらにつきましては、トータルでの説明をしていただく方もやはりふやしたがいいというふ

うなことを考えておりまして、そこらについては今もう研修等に入っていただいております

ので、ぜひ効果が上がればなというふうに期待をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 各論についていろいろ話をしてきたわけでございますけれども、昨年から観光協会のほう

に補助金としてＰＲ事業というふうなことをされておられますけれども、そのＰＲの効果

云々につきまして、１年目の助成金、ここら辺の検証ということはやられておられるでしょ

うか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 
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 お答えを申し上げます。 

 特別の助成金につきましては、国の特例等も使いながらお願いをして、議会のほうに御了

解いただいたところでございます。それで、何種類かに分かれて使っていただいておりまし

て、ＰＲ事業等も含んでおりますので、すべてではございませんけれども、美力アップキャ

ンペーンという一つのところだけ取り上げまして、今、分析は最中でございますけれども、

私が承った範囲では6,000名以上の方がそれに参加していただいたということでございまし

て、それに、いろんなアンケートとか、そういうのはしていただいておりますけれども、非

常に好意を持って受けとめていただいているということでございます。最終的な分析は今し

ておられるところだろうというふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 観光問題の一環ということで、ちょっと通告書に書いていなかったんですが、シーボルト

のことについてちょっと御提案というか、お願いなんですけれども、せっかくレトロ調のい

い建物ができております。そこで、温泉公園から写せばそれなりの写真スポットになると思

うんですけれども、ある方からお願いをされたんですけれども、観光スポットとして、例え

ば舟を浮かべるとか、あるいは人力車を置くとか、レトロな車を置くとか、写真を撮るよう

な、何かそういったものはできないでしょうかという意見があったんですけれども、そこら

辺の考えはいかがでしょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 人力車についてはまだ聞いたことはございませんでしたけれども、一応以前のようにボー

トが浮かんでいたらいいんじゃないかという話はもう何回でも聞かせていただいております。

やっぱり昔、あそこで遊んだ方もいらっしゃいますし、また、川を見て、せっかく来たから

ボートでも浮かべたらどうかというふうなことで、観光関係の方も今研究もしていただいて

おるようでございますけれども、そういう御意見は結構いただいております。また、ぜひ写

真のスポットに使えるような形でということで、今担当にも研究をしていただいております

ので、これについては今の御提案を生かしながらやっていければというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 辻議員。 

○１番（辻 浩一君） 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほども申し上げましたし、きのうからでも大分観光問題については議員の皆様方質問さ

れたように、やっぱり嬉野の観光業が復活なくしては、嬉野の景気回復はなしというふうな

思いですので、どうか今後もしっかりと嬉野の温泉街の観光業の復活のために御尽力いただ

きますことをお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 これで辻浩一議員の質問を終わります。 

 引き続き、一般質問の議事を続けます。７番大島恒典議員の発言を許します。 

○７番（大島恒典君） 

 ７番大島でございます。議長のお許しをいただきましたので、ただいまから一般質問を始

めたいと思います。 

 今回、「新幹線嬉野温泉駅周辺整備基本計画」についての質問です。 

 21年度におきましては周辺整備構想、そして本年３月には周辺整備基本計画として報告書

が提出され、今後この基本計画に沿った形での整備が進められることと思いますが、計画書

の中のソフト面については、これまでの地域住民や来訪者へのアンケート調査や観光業者へ

のヒアリング、または「嬉野市新幹線を活かしたまちづくり協議会」での協議結果を経ての

策定であり、今後この計画を踏まえて、新幹線効果を最大限に引き出すような、市民の大き

な議論にも期待するところであります。ハード面におきましては、平成29年度の開業に向け

て、限られた時間の中での整備となり、非常に懸念がされるところであります。 

 そこで、今後の取り組みについて次の２点ほどお伺いしたいと思います。 

 １点目は、昨年10月に基本構想地内の地権者を対象に土地利用のアンケート調査が行われ

たが、その結果を踏まえての今回の基本計画の策定であるのか、また、その時点でのアンケ

ートの結果についてお伺いいたします。 

 ２点目は、昨年12月に農地法の改正が行われており、農業振興地域内の用途変更が大変厳

しくなっていると聞いておりますが、今回、大変大規模な面積での計画であり、このことに

ついての今後の見通しをお伺いいたしたいと思います。 

 以上２点質問いたしまして、再質問は降壇して行いたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 ７番大島恒典議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、新幹線嬉野温泉駅周辺整備基本計画についてでございます。 

- 208 - 



 新幹線の整備につきましては、順調に進んでおるところでございます。来年３月には新幹

線鹿児島ルートが全線開通になります。嬉野市といたしましては、西九州ルートの順調な工

事の進行に期待をしているところでございます。 

 今回、井手川内地区に２カ所目のトンネル工事ヤードが設置されまして、間もなく起工式

が行われるところでございます。地域の皆様の安全・安心を確保していただきながら推進さ

れますよう要望しております。 

 嬉野温泉駅の駅前整備構想につきましては、昨年10月から120名の地権者の皆様にアンケ

ートを実施させていただきました。御協力をいただきました皆様に改めてお礼を申し上げま

す。今後とも、地権者の方や関係地域の皆様に計画をお聞きいただきながら進めてまいりた

いと思います。 

 アンケートを実施させていただいた地域は、現在94％が農地でございまして、残りは国道

沿線の宅地や店舗での利用になっております。 

 結果は、概要でございますが、今寺地区の地権者の皆様方は農地利用の御要望が多くなっ

ております。その他の地区につきましては、区画整理などを希望される方が多くいらっしゃ

いました。また、将来の利用につきましては、半数近くの方が何らかの形で将来も御自身で

利用されたい方が52％、残りの皆様は有効利用とのお答えでございました。 

 次に、２点目の農業振興地域の関係でございますが、最近の農地法の改正により、農地の

変更は厳しく制限される方向になっております。県や農政局との協議につきましては、嬉野

市の将来のまちづくりの中で、新幹線駅前整備の必要性についてしっかりとした計画をつく

り、協議をお願いしたいと考えております。 

 以前整備された地域におきましても、協議に時間を要したということでございますので、

県と協議をさせていただきながら進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

 以上で大島恒典議員のお尋ねについてのお答えとさせていただきます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 それでは、再質問をしたいと思いますけど、まず、ソフト面について１問ほどお伺いした

いわけですけど、今度、この基本計画をもらったわけですけれども、周辺地域の整備のゾー

ンの考え方で、地域振興・交流拠点ゾーンということで今回、提案というか、計画の中に書

かれておるわけですけど、このことについて何か検討されているのか、担当課のほうにお伺

いしたいと思いますけど。 

○議長（太田重喜君） 

 新幹線整備課長。 

○新幹線整備課長（須賀照基君） 
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 ソフト面での質問でございますが、今、新幹線を活かしたまちづくり協議会の中の部会の

中で、ソフト面を検討いたしております。今第７回ぐらいの会議を持っておりますが、いま

だ、まとめの段階までは来ておりません。今、研修とか、そういうふうな中身を練っている

段階でございます。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 一緒の質問ですけど、市長に対して、この地区に対してどういう思いを持っておられるの

か。そこの辺のところをお聞きしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 先ほど担当課長が申し上げましたように、今回の新幹線嬉野温泉駅につきましては、ぜひ

市民の皆さん方の御理解と御協力をいただきながら進めたいというのが基本的な考えでござ

いまして、そういうことで、市内の皆さん方とか、市外の関係者にも入っていただいて、新

幹線を活かしたまちづくり協議会というのをつくらせていただいておりまして、その中で、

分科会もつくっていただいておりまして、今話を進めていただいておるところでございます。 

 分科会の皆様につきましては、先ほど担当課長申し上げましたように、先進地の視察とか、

そういうものを重ねていただいて、嬉野らしい駅前をつくるにはどうしたらいいかというこ

とを考えていただいております。 

 私といたしましては、基本的には、１つは、市民の皆さん方がそこで集っていただくよう

な広場、それからまた、いわゆるパーキング等もございますけれども、交流のゾーンにして

いきたいというふうに思っております。そしてまた、もう１つは、嬉野温泉駅の設置の課題

としてございます、嬉野はもちろんでございますけれども、鹿島、太良地区、また、波佐見、

彼杵、川棚地区と、そのような近隣に開かれた駅にしたいというふうに考えておりまして、

そういう方々も御利用いただけるような、そういうゾーンにしていきたいというふうに考え

ておるところでございます。その点では、もちろんマイカーの場所もございますけれども、

バス関係のいわゆるバスプールといいますか、そういうものも用意をしながら、嬉野温泉駅

を起点として、いろんなところに出かけていただく、または嬉野温泉駅を終点として帰って

いただくとか、そういうふうな地域にしていきたいということで、交流全体が盛んになって

いくように考えていきたいと思っておるところでございます。 

 また、協議会の皆さん方も、基本的にはそのようなことで御理解をいただいておるようで
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ございまして、そういう点で、地域全体を考えていこうということで、今いろんなところも

視察をしていただいているということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 今分科会でいろいろ検討されているということで、中身についてはまだ決まっていないと

いうことですけど、この計画の中にも出ておりましたけど、嬉野には特産物とかを販売する

ところがない、欲しいというような意見が結構出ておるわけですよね。市長も前にも、高速

のインター付近にそういった特産物なんかを販売するところをつくりたいという気持ちをお

持ちだったと思いますけれども、この中に、地域の物産、特に太良とか鹿島とか嬉野の物産

を集めた土産物品ですかね、そういうものを検討されるつもりはないのか、そこを１点だけ

お聞きしたいと思いますけど。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えを申し上げます。 

 まず、基本的には、観光、物産面での情報発信基地にしたいということは以前からお話を

しておるところでございまして、それで、特にいわゆる新幹線につきましては、意外と離れ

たところからも駅を利用していただくのが新幹線の駅だというふうに言われておりますので、

先ほど言いました県外の近隣の市町とか、県内の市町とか、そういうものの、やはり観光情

報の一つの発信基地というふうにしたいと思いますので、そのようなところをつくりたいと

いうことと、また、これは常設でできるかどうかわかりませんけど、議員お話のような、い

わゆる物産とかそういうものもぜひ理解していただくような、そのようなコーナーもぜひ整

備していければというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 ぜひそのような検討をしていただきたいと思います。特に、よく私も聞く話ですけど、嬉

野に来て土産物を買うところがないとか、昼食をするところがないという話を結構聞くもの

ですから、このゾーンがそういう計画になってくれればと思うわけであります。 

 また、今度はハード面に移っていきますけど、地権者の調査は10月段階で出されたときに

は、周辺構想地内ということで29ヘクタールですね。その中でのアンケート結果ということ
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で、その中で、減歩率の問題で区画整理事業を選択しておられた面もあるんではないか。そ

の辺どう感じておられるのか、ちょっと担当課にお伺いしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 現在、一応計画の素案というものをお示しさせていただいているところでございまして、

これにつきましては、議員御発言のように、基本的にはアンケートに基づいて大体整備をし

ていこうというところが原則でございます。ですから、いわゆる区画整理の事業というふう

なことを考えてあります地区につきましては、大体アンケートでお答えいただいた方も、御

自身でも利用されますし、また、ほかの形での有効利用をというふうなことを考えておられ

る方々が多かった地区でございまして、そういう点で、農地として、これからもずっと利用

していきたいというような御意見が多かった地区については、そのままというふうなことで

計画をしておるところでございます。 

 その点で、区画整理とかそういうものの地域で考えているところにつきましては、アンケ

ートの中にも有効利用を考えておる方も相当おられたというふうなところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 それはわかるわけですよね。このアンケートが実施されたとが10月でしたから、そのとき

は、もう設問自体が周辺構想地内の中での考え方の区画整理事業だったわけですよね。そし

て、その中で、区画整理事業の可能性を模索した中でのアンケート調査ということで実施さ

れておりますので、その中で、今回基本計画に提案になった部分については、今寺地区の方

は農地として残したいやったですね。そういったことで、今度Ａブロック、Ｂブロック、Ｃ

ブロックに分けて、基本計画にはＡブロックとＢブロックで出されておるわけですけれども、

その時点では面積的に広かったもので、何と言いますか、減歩率とかの問題ですね。結局、

面積的に広いと減歩も少ないでしょうから──だったんじゃないかと私も思って、そうやっ

て今言ったわけですけれども、これは今回、基本計画が出されて、ブロック別に考え方とし

て出されておるわけですけれども、この基本計画をもらった時点で、Ａブロック、Ｂブロッ

クだけの整備が区画整理事業で行われる理由については、先ほども言いましたように、Ｃブ

ロックは今寺地区の農地として残したいということでの判断でＡブロック、Ｂブロックの開

発になるわけですけれども、何でＡブロック、Ｂブロックを分けた考え方でされたのかなと

いう感じがしてならないわけですよね。Ａブロックだけで取りかかれない理由ですかね、そ
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れをお聞きしたいと思いますけど。区画整理事業として。 

○議長（太田重喜君） 

 新幹線整備課長。 

○新幹線整備課長（須賀照基君） 

 お答えいたします。 

 Ａブロックにつきましては、エリア5.1ヘクタールとなっております。5.1ヘクタールの中

身といたしましては、道路とロータリー、駐車場でございまして、区画整理が成り立たなく

なります。Ｂブロックまで入れて6.3ヘクタールあるわけですけれど、Ａ、Ｂ合わせまして

全体で11.4ヘクタール、これで区画整理が成り立っていくとなりますので、Ａ、Ｂブロック

ということになっております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 結局、Ａブロックだけでは区画整理事業は取り組めないわけですよね。（「そうですね」

と呼ぶ者あり）Ａブロックだけですと、直接な買収事業しかできないわけです。ですから、

この計画書を見たときに、何でＡブロックとＢブロックを分けたのかなって私自身考えてお

ったわけですけれども、この前の全員協議会の説明の中で、区画整理事業、何といいますか、

取り組む理由が第７区画整理で事業をしたときの歩道整備ですね、あの手法を用いたいとい

うことで、Ａブロック、Ｂブロック一緒に区画整理事業をしなければならないという説明の

仕方だったもので、そこら辺か私はちょっと腑に落ちなかったもんで、質問しておるわけで

すけれども、今までの考え方、第七とか第八、第六、今まで区画整理事業をやっておるわけ

ですけれども、今回の区画整理事業は全然違うわけですよね。違うといいますと、大変公共

用地に使われる部分が多いもんで、全協の中では減歩が30％でいいということで御説明をい

ただいておるわけですけれども、その辺、あと一回説明いただきたいと思いますけど、この

30％というのは間違いない──確実な数字じゃないですけど、間違いないですかね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 まだ正確な設計図ではございませんので、計画ということでございます。ただ、私どもは、

区画整理を起こすにつきましては、やっぱり今までの区画整理の経験もございますので、ま

た、地権者の方も、区画整理の経験をもとに御返答をいただいた方が非常に多いわけでござ

いますので、ですから、今議員御発言のように、今回の区画整理につきましても、少しの違
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いはありますけれども、やはり第七、第八で経験したような形での区画整理を行わせていた

だきたいというようなことでございます。 

 また、地権者の方の中でも、相当そういう方もいらっしゃいますので、その点を踏まえて、

区画整理ということで進めてもいいというふうにアンケートをいただいたというふうに思っ

ておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 言いたいのは、結局ここは優良な農地なわけですよね。圃場整備した土地でありますので、

なかなか今度──くしくもきょう地権者に対しての説明会が開かれるということで、きょう

この時点ではだれも皆さんおわかりにならないから、中身までは余り質問しませんけど、

そのときどういう判断を下されるかわからないわけですけれども、そして、区画整理する

にしても、きのうの一般質問でもお答えになっていましたように、今、第七、第八の事業が

95％──あとは精算金の問題ですけど──済んでおると。そして、こういった中で、保留地

を今から処分していかにゃいけない。そういったときに、順調に売れていくかどうかという

ことを心配しておるわけですね。そうした中で、また、今回の区画整理事業ということで、

本当に心配しておるわけですよね。今の日本の経済状態も余りよくありませんですし、順調

に売れていくのかなという懸念を持っております。 

 そしてまた、今度、この計画書を見ておると、区画整理の仕方自体が共同──面積的にも

大きいですから、大変大きい区割りになっておるわけで、そこら辺も心配しておるところで

すけれども、土地を有効に活用できなければ、地権者にとっては高い固定資産税の支払い、

管理といった高いリスクを払わなければならないもんで、そこら辺は地元の方、地権者の方

に対しては、真摯に対応して説明をしていただきたいと思っております。この問題はこれか

らですから、その辺真摯に進めていただきたいと思います。 

 そして、もう１つの問題点ですけど、農地転用の問題です。これは産業建設課長にお聞き

したいんですけれども、去年12月、農地法が改正になりまして、今までは公共に供するもの

という、学校とか病院とかは許可なくして転用ができたと思うわけですよね。で、今回こう

いう大規模な事業になっておるわけですけど、先の見通しとしてはどうですかね。農振除外、

転用の手続の問題ですけど。 

○議長（太田重喜君） 

 産業建設課長。 

○産業建設課長（松尾龍則君） 

 ただいまの御質問についてお答えいたします。 
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 議員御発言のように、昨年農地法の改正がございまして、先ほど申されましたように、学

校や公共施設なんかも、今度は転用の許可が要るということでございまして、農振除外、転

用の許可といいますか、打ち合わせといいますか、協議が必要ということでございます。そ

ういったことで、農業振興地域の除外申請につきましても、県の方向性なりがいろいろ厳し

くなりまして、なかなか簡単に農業振興地域の除外ができないということになっております。

そういったことでございますので、一応そういった農地を転用する場合におきましては、ま

ず除外申請を出していただきまして、面積によりましては、県または国なりのところに協議

をしなければならないということでございますので、そのようなことにのっとりまして、農

振除外につきましては進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 そうですね、大変厳しい状態と聞いております。隣の武雄さんのほうでも、公民館をつく

るために農振除外をしようとしても、もうなかなか厳しいことを言われたということで、時

間的にいつになるかわからないということを聞いたもんで質問しておるわけですけれども、

市長としては、この点に関してはどういうお考えですかね。時期的に。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 今の状況については、もう十分承知をしておるところでございまして、以前よりやはり相

当時間がかかるなというふうに思っておりますので、できるだけ早目早目に今お願いをして

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 全協の中でも出ておりましたけど、この整備には29年度開通まで時間がないわけですよね。

その中で周辺整備もしていかなければならないわけで、今度の区画整理事業自体も手法が複

雑で、手続的に、結構時間的にかかるもので、全体計画としてどのくらいの周辺整備まで日

数的に見ておられるのか。そこら辺、把握まだできていないでしょうね。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 いわゆる新幹線の開業時に完全に仕上げるというようなことについては、なかなか厳しい

と思っておりますけれども、しかし、できるだけ開業時に整備ができるように努力をしてい

きたいと思っておりまして、いわゆる工事自体はそう時間がかかるような工事ではありませ

んので、ですから、手続をできるだけ早目早目にやっていきたいというようなことで、今お

願いをしておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 大島議員。 

○７番（大島恒典君） 

 そういう手続を進める上でも、やっぱり地権者の意向あたりが重要になってきますので、

そこら辺は真摯に向き合って早急に整備を進めていただきたい。 

 私、この新幹線問題では再三言うようですけれども、とにかく事業効果ですね。新幹線が

来て効果を生むためには、開業時にある程度の整備ができておかないと、私は効果が薄いと

思うわけですよね。今まであちこち見てきましたけれども。そのためにも、ある程度整備さ

れた形での新幹線の駅ですね。 

 先ほど、ソフトの面でも言いましたけど、癒しゾーンとか地域ゾーンとか交流ゾーンとか、

そこら辺の整備も含めて、できれば早い段階で進められればそれが一番いいわけですけれど

も、時間的な結構制約があると思いますので、とにかく時間、急いで手続を進めてもらいた

い。そこら辺お願いしておきたいと思いますけど、最後に一言いただいて終わりたいと思い

ます。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 議員の御発言については、もう十分承知をいたしておりまして、いろんな事情がありまし

て着工が非常におくれまして、なかなか具体的に動かなかったわけでございますけれども、

せっかく着工をしたわけでございますので、できるだけ整備効果というものを上げていきた

いと思います。そういう面では、地域の皆さん方に御相談をしながらしっかりやっていきた

いと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。（「はい、これで終わります」と呼ぶ者あり） 

○議長（太田重喜君） 

 これで大島恒典議員の質問を終わります。 

 一般質問の議事の途中ですが、ここで14時45分まで休憩いたします。 
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午後２時30分 休憩 

午後２時45分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 休憩前に引き続き一般質問の議事を続けます。 

 10番副島孝裕議員の発言を許します。 

○10番（副島孝裕君） 

 議席番号10番、副島孝裕でございます。議長の許可をいただきましたので、通告書に従い

まして一般質問を行います。一般質問第２日目、最後の質問であります。傍聴席の皆様には、

長時間にわたり傍聴いただき、まことにありがとうございます。 

 麦の収穫時期である「麦秋」の言葉がちょうどぴったりの季節であり、麦の収穫の終わっ

た田んぼでは早くも田植えの準備が始まり、嬉野市内が一年中で一番活気に満ちあふれた季

節であります。その田んぼには吉田川、塩田川の豊かな水が引かれて、山間部では既に田植

えが終わり、やがて徐々に平たん部へと進んできます。その豊かな河川や農業用水を活用し

て小規模な電力を生み出す小水力発電が昨今大きく話題になっている地球温暖化対策の一環

として各地で取り組みが始まっています。 

 そこで、本日、一般質問の第１問として、小水力発電の導入についてお尋ねします。 

 まず、第１点目として、地球温暖化対策として温室効果ガス削減が叫ばれている中で、発

電に係る二酸化炭素排出が非常に少ないクリーンエネルギーである小水力発電導入の推進が

できないか、市長にお尋ねします。 

 第２点目として、再生可能エネルギーとして太陽光発電や風力発電とともに小水力発電が

注目されていますが、市内中心部を流れる吉田川、塩田川の豊かな水量を利用した小水力発

電は、温室効果ガス削減のための対策にも大いに効果があると思いますが、市長はどのよう

に考えますか。 

 第３点目として、本年３月４日に開催されました「吉田まんぞく館」中期計画検討会の折、

事業実績報告や今後の事業展開と計画の中で「川の駅」の構想をお聞きしましたが、吉田川、

塩田川を利用した水車による小水力発電は、「川の駅」構想とともに地域活性化に効果が期

待されると思いますが、市長の考えをお尋ねします。 

 第４点目として、水に親しむ親水性を配慮した水辺空間として整備されました嬉野温泉公

園のそばにオープンした「シーボルトの湯」と合わせて、小水力発電の導入により新たな観

光資源が加わることにより嬉野温泉の誘客推進につなげることができると思われますが、市

長のお考えをお尋ねします。 

 第５点目として、水の豊かさや自然の大切さが大いに理解できる小水力発電の導入は、地

球温暖化防止やクリーンエネルギーの有効活用など、学校教育のための将来を見据えた教材

として期待されると思われますが、市長と教育長にお考えをお尋ねします。 
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 以上、小水力発電の導入について５点をお尋ねして、関連の質問と、自主防災組織につい

てとネーミングライツ（命名権）の導入については、質問席にて行います。 

○議長（太田重喜君） 

 ただいま質問に対して答弁を求めます。市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 10番副島孝裕議員のお尋ねについてお答え申し上げます。 

 お尋ねにつきましては、小水力発電の導入についてということでございます。 

 地球温暖化防止対策につきましては、各国で目標数値を定め取り組みが進められておりま

す。特に我が国では、前政権により25％削減の国際的な公約として取り組みを進めていかな

ければなりません。 

 嬉野市では、以前からさまざまな環境保全対策を行ってまいりました。森林整備への積極

的な取り組み、太陽光発電への取り組み、省エネ対策公用車の導入、ごみ排出時における分

別などの取り組みを進めてまいったところでございます。議員御提案の小水力発電につきま

しても研究を進められればと考えております。 

 嬉野市では、以前から九州電力により水力発電がなされておりました。先日開催されまし

た九州電力との研修会で確認いたしましたところ、現在150キロワットの発電がなされてい

るとのことでございました。私たちは、以前から嬉野市で発電が行われていることにつきま

して知識がありますが、子供たちには伝えられていないこともありますので、現在の発電量

の表示もお願いをしたところでございます。 

 議員御提案の小水力発電につきましては、平成15年に嬉野町が地域新エネルギービジョン

策定の際に３カ所ほど可能性がある地区があるとのことでございました。その後、落下高低

差が150センチ以上の地区で水量が常時豊富な地区などの限定で、地図上で嬉野市内を調査

された会社もありました。その当時は、コストの面で十分でなかったと聞いておりました。

しかしながら、機器も改良されていると思いますので、情報を集めてみたいと思います。 

 次に、「吉田まんぞく館」の皆様の取り組みの中で、川をテーマにした交流の場づくりに

つきましてはお話を出しております。吉田川につきましては塩田川の上流にあり、地域の周

辺には以前、水力を利用した陶土の水車などがあり、川と共存されながら地域ができてきた

という歴史があります。当初、具体化するには時間がかかると思いますが、吉田地区の集い

の場としての構想に協力することを考えているところでございます。その中での水力発電に

つきましては課題はありますが、有効利用できれば魅力づくりになる御提案だと考えている

ところでございます。また、「まんぞく館」は観光施設としての整備も計画しておられます

ので、実現すれば観光にも御協力いただけるものと考えておるところでございます。 

 次に、学校教育への取り組みにつきましては、教育長のほうからお答えをいたします。 

 以上で、副島孝裕議員のお尋ねについてお答えといたします。 
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○議長（太田重喜君） 

 教育長。 

○教育長（杉﨑士郎君） 

 小水力発電の教材化についてお答えを申し上げたいと思いますが、近年とみに地球温暖化

防止の問題やクリーンエネルギーの有効利用等につきましては、全世界的規模の問題となっ

てまいりました。環境に関する教育、すなわちエコ教育につきましては、日本国民の一員と

して認識し、個々人が取り組まなければならない国民的課題であると思っております。本市

では、昨年１キロワットの太陽光発電を全小学校８校に配備しました。子供たちは太陽光か

ら電気がつくられるということに驚きを持って実感をしているようでございます。議員御発

言の小水力発電の導入は、学校教育の理科分野の教材としても児童・生徒が非常に理解しや

すい教材になるのではないかと考えております。特に、一般的に存在する従来の水車から電

気をつくるという発想は、驚きと興味を引き起し、科学的な思考力や知的欲求の関心、意欲

を高め、探究心の高揚につながるものではないかと考えております。 

 このようなことから、魅力ある教材になるのではないかと思いますが、今後、小水力発電

の概要について、例えば、小水力発電とはどんな特徴があるのか、どんなところでできるの

かといった基本的な事項でありますとか、導入のステップについて、例えば、どの地点が適

しているのかというようなこと、あるいは基本計画、詳細計画や完成に至るまでの進め方、

あるいはポイントなど、法的手続について、例えば、河川法、電気事業許可手続や助成制度

などないのか、あるいは導入について１級河川、農業用水路、砂防ダム、上下水道などに近

年導入された小水力発電施設を把握するなど、いろいろ研究情報を集めなくてはならないの

ではないかと思います。そういう中で、一定の情報を得た後に市内の小・中学校に紹介して

いけるようなものであればというふうに考えております。今後、研究をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

 以上、お答えとしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それでは、関連の質問をしたいと思います。 

 ただいま教育長の答弁の中にもありましたので、関連質問の中から、まず、先ほど教育長

の話の中にありました河川を利用した小水力発電導入に伴う河川法や水利権について、担当

課にお尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 建設課長。 

○建設課長（中尾嘉伸君） 
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 お答えをいたします。 

 先ほどの議員のお話は、水車を例えば、塩田川、あるいは吉田川、そういったところにつ

くった場合のいわゆる占用とか、そういうお話でしょうか。それにつきましては、一般的に

はあくまで法河川、嬉野市内には２級河川でございますけれども、これは県が管理しており

ます。したがいまして、河川法の占用申請は必須条項になろうかというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 確認ですが、吉田川、塩田川は多分２級河川と理解していいですか。 

○議長（太田重喜君） 

 建設課長。 

○建設課長（中尾嘉伸君） 

 お答えをいたします。 

 吉田川、それから塩田川につきましては、県の管理の２級河川となっております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 とすれば、河川法によれば、多分これは処分権者というのが都道府県知事ということにな

っているのではないかなと思うわけですが、そこで、例えば、河川とか農業用水路あたりを

利用した場合に水利権あたりの絡みは出てきませんか。 

○議長（太田重喜君） 

 建設課長。 

○建設課長（中尾嘉伸君） 

 お答えをいたします。 

 水利権まで含めて通常の河川法でいけば、それも一つの占用申請という形になります。そ

れ以下の水路、例えば、農業用水路とか一括でくくれば法定外の公共物というふうになろう

かと思いますけれども、特に農業用水路あたりになれば当然水利権はあるというふうに思い

ますので、そこら辺につきましては、そこの利用者、水利権者、農業をされている方、そう

いったところからの許可といいますか、承認は要ることだろうというふうに理解をしており

ます。 

 以上です。 
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○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それと、同じく教育長の答弁の中にもありました現在１キロワットの太陽光発電が市内８

小学校に施設があるわけですが、これに関して資料をいただいておりますが、この教育総務

課からいただきました資料の中で、これが大体例えば、１キロワットということで言われま

して、費用については10,900千円ということでいただいておりますが、これについてもう少

し、これが３月19日で導入がされておりまして、その辺の現在までの推移をちょっとお尋ね

したいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩します。 

午後３時２分 休憩 

午後３時３分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（福田義紀君） 

 市内８の小学校の太陽光発電の推移ということですけれども、それについて回答いたしま

す。 

 昨年度末から各学校で工事に入りまして、各学校に設置をされたところですけれども、そ

れぞれ太陽光による発電ということで、子供たちも実際に見て驚きを持って見ているという

ふうに報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 建設課長。 

○建設課長（中尾嘉伸君） 

 先ほど議員の質問に対して、河川法の占用申請が要りますよということを申し上げました

が、それとまた別に工作物の設置等の申請も要るということで追加をしたいというふうに思

います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 先ほど教育総務課にお尋ねしたのと同じ質問で観光商工課に、肥前吉田焼やきものの里ラ
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ンドマークというのがあるそうですけれども、大体これの発電はどういうふうに使われてい

るのか、ちょっと担当にお尋ねをします。 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩します。 

午後３時５分 休憩 

午後３時５分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。 

 産業建設部長。 

○産業建設部長（一ノ瀬 真君） 

 お答え申し上げますけれども、あそこのベンチの上のほうに４枚パネルを設置いたしてお

りまして、１キロワットだと思います。それにつきましてはトイレのブロアが主な電力に使

われていると思います。実際使われている電力の平均で十四、五％ぐらいは賄われているん

ではないかと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 同じく、地域づくり課から嬉野コミュニティーセンターの太陽光発電の導入をいただいて

おりますが、同じような質問をしたいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 企画部長。 

○企画部長（中島文二郎君） 

 お答えをいたします。 

 楠風館に20キロワットの太陽光を設置しております。これは国の実証実験ということで、

16年から26年間というようなことで、20年度に払い下げを受けております。主要は、楠風館

館内の電気量に充てております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それで、楠風館の使用量の電力量の何％ぐらいに当たりますか、もしわかれば。（「議長、

議事進行」と呼ぶ者あり） 

○議長（太田重喜君） 
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 議事進行について。神近議員。 

○13番（神近勝彦君） 

 事前の通告書によりますと、水力発電についての御質問が趣旨でありまして、現在の質問

内容は、ほとんど太陽光発電についての質問をずっと各課に各施設について御質問されてお

りますので、ある程度聞いている中で１カ所とか２カ所あたりの太陽光発電に対するエネル

ギー消耗量等の比較資料としてお聞きされているのなら理解をされるんですけれども、どう

も今の御質問でいくと、各施設の太陽光に対しての質問としか受けとられないもんですから、

そのあたりをもう少し整理をされて質問をしていただきたいものだと思いますが、いかがで

しょうか。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員、その件についてまだ太陽光について長く質問する予定ですか。副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 多分そういうおしかりを議長から受けるのじゃないかと予測はしておりましたが、私の質

問としては、太陽光のそういう容量を聞きながら小水力の発電のほうに振り向けていきたい

と、そういうシナリオでやっておりますので、申しわけないですけど、もう１カ所。 

○議長（太田重喜君） 

 はい、わかりました。 

○10番（副島孝裕君）続 

 もう１カ所、環境下水道課の浄化センターへの太陽光発電の導入があっていますが、先ほ

どと同様で大体消費電力の何％ぐらいを賄っているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 浄化センターの管理と水処理に係る全体の年間電力量は、21年度の実績で約633千円、16.2％

を賄っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それで、先ほど市長から答弁をいただきました吉田まんぞく館の「川の駅」構想ですけれ

ども、ちょうど先ほど壇上でもお話ししましたように、３月の検討委員会という折にそうい

うお話を聞きまして、幾つか「川の駅」も調べてはみましたが、ちょうどその折、館長さん

の話では、ちょうど吉田川のそばにまんぞく館があって、やはり昔から吉田川、塩田川とい
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うのは、先ほど市長の答弁の中にもありましたように、吉田川、塩田川の沿川に水車があっ

て、それの水車をもとにして陶土製造が行われたということですけれども、ちょうどまんぞ

く館のところにも納戸料の清用橋の上のところに井堰があって、うまくいけばあの辺の小水

力発電を利用して、その発電によるまんぞく館の電力を賄うというような構想も考えられる

と思いますが、その点、市長はいかがお考えですか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 総合的な地域おこしの中で、いわゆる吉田地区の水力利用ということにつきましては以前

から発言をしてきたところでございます。今お話の陶土の製造につきましても、まんぞく館

の下流のところと上流のところに以前から水車があったと。その上のほうにはいわゆるお米

屋さんですかね、精米所関係もあったというふうに聞いておりまして、以前から水力の利用

はなされてきたということでございます。そういうことで、すぐ近くにありますので、最初

は「町の駅」というような形でいろいろ言っておられましたけれども、「川の駅」構想とい

うことで新しく組み立てられたらどうでしょうかというふうなことで、いろいろお話をさせ

ていただいたところでございます。ただ、「川の駅」構想自体につきましては、総合的な予

算というのは余りつかないわけでございますので、いろんな事業を組み合わせしながら地域

全体の整備ができればいいですねというふうなことでの話だったというふうに思っておりま

す。それにつきましては引き続き検討をしていただいているんじゃないかなと思っておりま

すので、今、議員御発言のその発電というのは、以前と違っていわゆる施設自体も非常に効

率的に今行われているというふうなことも聞いておりますので、そこらは可能性としてはあ

るんではないかなというふうに思っております。 

 以前の話は、いわゆる施設の整備に対しまして、小水力の場合はどうしても電力としたと

きには非常に不足しているというふうなことでございましたので、そう魅力的ではないとい

うふうなことだったんですけれども、最近は小水力につきましても水力落下差といいますか、

そういうのも非常に少なくても設置できるというふうなことでございますので、しばらく研

究したらどうかということでお答えをしたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 市長の冒頭の答弁の中に、平成15年に嬉野町の３カ所のそういう件のお話をされましたが、

これは調査あたりをされたのですか。ただ、場所的に候補が上がった。もしよかったら、大
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体どの辺、３カ所の場所あたりを教えていただければ。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 具体的に調査等はなかったというふうに思っておりますけれども、大体全体的な水量と、

それから落下差というふうなことで、いわゆる上流ですね、不動山の上流とか岩屋川内の上

流とか春日の上流とか、いわゆる上流部において３カ所ほど可能性があるんじゃないでしょ

うかというふうなことで話としてあったということでございます。そのときに私が聞きまし

たのは、落下差が150センチ以上ないとできないというようなことでございました。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 この小水力発電に関しては非常に機械が進んでまいりまして、非常に落差あたりもそう必

要ないと、特に山梨県の都留市ですかね、あそこなんかはもう市役所のほんのそばにできて

いるというようなことで、これを機会にぜひここを見に行ってみたいなというふうにも思っ

ております。 

 それで、これが本年の３月に佐賀市で小水力発電実現可能性調査というのが行われており

まして、大体12カ所ぐらいのところを４カ所ぐらいに絞ってというのが報告書がありまして、

非常に場所的には富士大和温泉病院の付近とか、それから神野公園とか、やはり今、市長が

言われるように、平たん部でも十分可能だなというのがあります。それで、特に嬉野市塩田

地区にとっては非常に塩田川というのが暴れ川で、やはり何年に１回大きな水害が出ると。

非常にあれだけ豊かな塩田川の水量が逆にそういう被害をもたらすというような形で、でき

ればそれを逆に利用してそういう水力発電等の開発をというのが今回の一般質問の私の意図

とするところでありますが、例えば、何カ所か調査をしてみたいなというようなそういうお

考えはあられませんか。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答え申し上げます。 

 先ほど申し上げましたように、取り組みにつきましては一応前向きにやってみたいという

ふうに考えておりますので、そこらにつきましては情報もぜひ収集もしていきたいなと思っ

ております。 
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 以前、私どものほうの下水道の処理施設「みずすまし」をつくりますときに太陽光発電を

導入したわけでございますけれども、そのときに専門家の方からお聞きもしております。と

いうのは、いわゆる「みずすまし」の場合は、その当時まだ排出水が非常に少ないと。しか

し、きれいな水が川に流れているわけでございまして、この「みずすまし」の量が少し多く

排出できるようになれば、あれくらいの段差でも水力発電は可能性があるというふうなこと

でございまして、その点では、今、議員御発言のような形での相当技術的には進んでいくん

じゃないかなというふうに思っておりますので、研究もしてみたいなと。ぜひ取り組むよう

に情報を集めてみたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 今の答弁のところも僕のきょうの関連質問の中に入っていたとですけれども、やはり先ほ

ど教育長からも答弁がありました下水道の処理場のそういう排水を利用した小水力発電、こ

れ東京の葛西水再生センターと、こういうところでもう既に利用されるというようなことが

ありますが、担当課にそういう可能性はないのかちょっとお尋ねしたいと思いますが、今の

下水の処理場を利用した小水力発電というのが可能なのか。 

○議長（太田重喜君） 

 環境下水道課長。 

○環境下水道課長（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 下水処理場の放流水の小水力発電につきましては、設置は可能でありますが、流量と落差

が関係いたしますので、そのような課題がありまして、出力に対してコストがかかると聞い

ております。今後、情報等を集めて研究をしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 例えば、今後、処理場の能力が大きくなってある程度の水量が確実に、先ほど市長の答弁

の中にもありましたように、ある程度確実な水量が得られるとすればやはり、今のところコ

スト高になってしまうというようなお話がありましたが、そういうのは可能と思われますか、

将来的に。 

○議長（太田重喜君） 

 環境下水道課長。 

- 226 - 



○環境下水道課長（池田博幸君） 

 お答えをいたします。 

 研究はしてみますが、今現在、私が聞いておりますところによりますと、放流水につきま

しては発電量が約200ワットぐらいの発電量と聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 近い将来には無理でしょうから、もし処理場が将来的に大きくなってそういうのが可能と

すれば、その辺も含めて研究をしていただきたいと思っております。 

 同じく、これ上水道の施設においても、例えば、落差が大きいところで、減圧弁からエネ

ルギーをそのまま捨てておったのを利用して小水力発電の設備を導入したところもあるとい

うふうなところもありまして、そういうのが可能か、担当にお伺いしたいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 暫時休憩いたします。 

午後３時20分 休憩 

午後３時21分 再開 

○議長（太田重喜君） 

 再開します。 

 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 減圧弁について、現在のところ私、担当課長として調べておりませんので、今後そういっ

たものがあったら研究していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 私もこれちょっと参考資料で見ただけで、多分そういうのは例えばの話、高いところにポ

ンプアップして貯水池に上水を揚げるですね。当然それは下流に流さんばらんとですけど、

そういうのを利用するとか、ポンプアップの水を貯水池に揚げるときの流量を利用するとか、

そういうための小水力発電の利用はできないかというような質問でしたので、ぜひ担当課と

してちょっと調べてみていただきたいと思います。こういうのは参考資料がもう既に稼働し

ているところがあるはずと思いますので、お願いしておきます。 

○議長（太田重喜君） 
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 水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 その件につきまして、全国的な規模の中に一部あると思いますけど、その分については詳

細について今後研究していきたいと思っています。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それで、先ほど市長の答弁にもありましたように、1990年比の2020年の温室効果ガス削減

が25％という非常に厳しいことを鳩山前総理が言われたわけですが、これがうまく日本が先

頭になって推進をするとすれば、かなりこういうクリーンエネルギーとか、そういう太陽光、

風力、それからバイオマスとか、そういったいろんなエネルギーを利用した発電というのが、

やはり石油に頼らないそういうもので発電をするというのが非常に注目されると思っており

ますし、もう既にそういうのが出てきておりますので、ぜひ本腰を入れて早目に検討をして

いただきたい。佐賀市の例もありますので、もしよかったら佐賀市の例を倣っていただいて

せめて調査でも早急にするというような、非常に豊かな水量を利用した嬉野には非常にマッ

チングした開発でもあると思います。 

 先ほどお話があったように非常にこれコスト高で、コストの割には成果が出ないというよ

うなところもあります。これが逆に、これ1950年から1960年ぐらい中国地方の山間部でこう

いう小水力、中国電力が奥地まで電力を送るのが非常にコスト高で現地で調達してください

と、そういうところでしたところが、ずっとやはり大きな赤字になってしまったというよう

な例もあるそうです。しかし、先ほど市長の答弁にもありましたように、小水力の発電のそ

ういう装置自体が超一流のそういう機械メーカーあたりが開発もしておりますし、非常に注

目もしておりますので、その辺も含めていただいて嬉野市行政として将来性のあるそういう

先行投資なりをして考えていただければなと思っておりますので、よろしくお願いしておき

ます。 

 それでは、次の質問に移りたいと思います。 

 自主防災組織についてですけれども、一応通告書に３点書いておりますので、一応３点を

申し上げて、市長に答弁をお願いしたいと思います。 

 まず、第１点目として、本市における自主防災組織の進捗状況はどのようになっているの

か、市長にお尋ねをしたい。 

 それと、第２点目として、地域防災活動を担う消防団と自主防災組織の関係はどのように

なるのか、市長にお尋ねをしたい。 

 第３点目として、嬉野において積極的に進められている地域コミュニティ活動と自主防災
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組織との関係はどうなるのか、市長にお伺いをしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 自主防災組織についてお答えをいたします。 

 嬉野市では、平成21年度に塩田地区の布手自主防災会が「自主防災組織設立貢献感謝状」

ということを受賞されておられます。自主防災組織につきましては、自分たちの地域は自分

たちで守るという自覚、連帯感に基づき、地域が主体となっての防災の知識の普及や訓練の

実施、また危険箇所の把握など日常的に活動を継続し、災害時には住民への伝達、情報の収

集、避難の際の誘導、負傷者の救出や救護、また給水や給食を行う組織というふうに言われ

ております。 

 嬉野市内では、合併以前から各行政区により、災害危険箇所の把握や緊急時の連絡体制の

整備など、実質的な自主防災組織の活動の一端を受け持っていただいておるところでござい

ます。 

 合併後の統計上の組織といたしましては、地域コミュニティが３組織、規約を定めていた

だいている組織が２組織の計５団体、2,900世帯で、組織率は30％となっているところでご

ざいます。 

 次にお尋ねの消防団につきましては、公共機関としての法的な設置の根拠、機関の構成な

どで自主防災組織とは異なる権限、また責務があるところでございます。しかしながら、地

域での地域住民による地域の防災を担う集団としての連携が大切でありますので、お互いの

特色を認め合って活動していただくようにお願いをしてまいりたいと思います。 

 次に、３点目の地域コミュニティについても、安全・安心のまちづくりを地域住民が自主

的に進めていくものでありまして、自主防災組織の活動組織として取り組んでいただくよう

に御協力をお願いしてまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 この自主防災組織で１つ私、疑問に思うのは、これもう先ほど布手のお話をされましたが、

多分、去年の県の総合防災訓練でしたか、その前後に多分、布手で古川知事が直接見えられ

てそういう現場で訓練されたというのがありまして、なかなか自主防災組織という具体的な

そういう組織、形というのが今はそういう自治体あたりにあるのか、お尋ねしたいと思いま

すが。 

○議長（太田重喜君） 
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 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 私も、布手地区につきましては非常に敬意を表しておるところでございまして、いわゆる

布手地区の自治の中で公民館等に参りますと、やはり避難用具といいますか、ヘルメットそ

の他常に用意をしておられまして、私も嬉野地区では余り経験がなかったものですから非常

に驚いて、敬意を持っていろいろ承ったところでございます。やっぱり以前の災害の歴史と

かそういうものを理解しておられますので、やっぱり地域の守りといいますか、そういうも

のを自分たちでやっていこうという意識が非常に高くあられるんじゃないかなというふうに

思っております。そういう点では、議員御発言のように、これが全市内でそういうふうな意

識が十分かというと、なかなかまだそこまでは至っていないというふうに考えておるところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 さすが布手というのは塩田川の本当もうそばで、いつも多分こことか、それから五町田の

袋地区ですか、ところが一番、もちろん本町すじもそうでしょうけれども、水害の常襲地で

やはり非常時に備えて日ごろからそういう備えをしていくと。それで、もう１カ所、五町田

の第２というのがありますが、ここも大体同じ組織ですか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 五町田第二地区につきましても規約等を整備して、きちっとした形で計画を立てておられ

る地区でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 その第二地区に関しては、ずっと前からそういう規約あたりがあるわけですか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 相当以前から、合併より前の段階から、旧町時代から組織されているところでございます。 

○議長（太田重喜君） 
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 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それで、先ほど地域コミュニティの３地区が先行して協議会を立ち上げられておるわけで

すが、確かにいただいた地域計画の中に大草野地区とか吉田地区、これもうそのまま自主防

災組織というのがこの中に書いてあります。そして、１つ僕が興味を持って聞いたのが、今

回、吉田地区の地域コミュニティの総会に行った時に、松元会長のあいさつの中で、安心・

安全の地域づくりをというのを何遍でも繰り返して言われたというのが、私非常にそのとき

は印象に残っておったとですよ。その後その自主防災組織のことを聞いて、そして、きのう

も大草野の山浦会長さんにもお話ししたら、自主防災組織について一般質問をするとやろう

というようなそういう特別な言葉もかけていただいて、やはり地域コミュニティ自体が自主

防災組織について非常にまずこういうところから取り組まなければいけないというふうに思

っておられるのだなと、特に大草野地区あたりのアンケートの結果を見れば、これはもう如

実にあらわれておりますので、その点、所管の部長にそういう地域コミュニティのそういう

自主防災組織あたりの取り組みのことについてお伺いしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 企画部長。 

○企画部長（中島文二郎君） 

 お答えをいたします。 

 コミュニティの基本的な一番の目的が、自分たちの地域は自分たちで守ろうと。やっぱり

自分たちの地域を住みやすい地域にするというのが一番基本的な考えですので、当然その自

主防災組織につきましても一番の目的の中に入っているもので、また、これを進めていって

いただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 そこで、きのうの地域コミュニティの一般質問の中にもちょっと関連するとですけれども、

まだまだこれ３地区が立ち上がってかなり時間が、私の思いとしては時間がかかるのではな

いかな、地域に根づくにはですね。ただ、力強いのは、コミュニティの役員さんたちが責任

と自覚を持って非常に一生懸命取り組んでおられるというのが私も頭が下がる思いがするわ

けですが、やはりこの辺を自主防災組織は何なのかというのを、今部長が言われたように自

分たちの地域は自分たちの手で守ると、そういう意識というのがややもすれば防災、災害に

ついては消防団があるというような、これはもう長年の歴史ですから、そういう意識があら

れると思いますが、ややもすれば過疎地域になれば消防団も手薄になっていく。結局、日ご
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ろおる者で自分たちの地区は自分たちで守らんばいかんよというようなそういう意識ですか

ね、そういう意識の高揚というのが今から求められると思いますが、そういった地域コミュ

ニティへの指導あたりはどういうふうに考えておられるのか、市長と担当の部長にお聞きし

たいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 企画部長。 

○企画部長（中島文二郎君） 

 お答えをいたします。 

 先日、久間地区の地域コミュニティの部会が発足をいたしました。その中で、総務広報部

会の中でこの自主防災組織じゃありませんが、自分たちの安心・安全なことをどのように今

後進めていったがいいかということで議題が上がっております。そこで、総務課のほうの担

当のほうに来て説明をしていただきたいというようなこともお願いをしておりますので、そ

の辺で実際この自主防災組織というのがどういった役目を持ってどういった今後進め方をし

ていったらいいのかというのを、総務課の担当のほうからも説明を受けながら進めていきた

いというふうに思っております。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 今言われた、まさにそういう総務課の直接の担当者がやはりわかりやすいような説明をす

るのが一番地域の人たちも納得いかれるのじゃないかと私は思うとですけれども、市長のお

考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 議員御発言のとおりだなと思っております。実は先日、毎年行います防災パトロールとい

うのがあるわけでございますけれども、これも地域を守るということでさせていただくわけ

でございますが、該当の地区になったところにつきまして、やはり区長さんとか、また地域

の役員の方が来られておるわけでございまして、いろいろ説明をしますし、私どももお聞き

もするわけでございますけれども、やっぱり専門家といいますか、例えば、私どもの建設の

担当者とか、また鹿島土木の方、農林課の方とか、警察の方あたりから聞いて、そして、そ

こでいろいろなやりとりをするということは、専門家が指導するということで非常に安心感

を持っていただいているんじゃないかなというふうに思いますので、私どもも各組織があり

ますので、この地域コミュニティの中でもいろんな組織がやはり携わらせていただいて、地
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域で地域を守っていくというふうな活動をさせていただければというふうに思っているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それで、先ほどお聞きしました。消防団と自主防災組織の関係をお伺いしたわけですが、

市長の答弁でまさに権限と責務の内容が消防団と、やはり消防団には権限とかそういう責務、

法的なあれもあるというようなところでありまして、やはりそういう防災活動の主になるも

のは多分消防団の組織が先行してやってくれると思いますが、しかし、やはり最近の地震の

ように、いつ何どきどういう災害があるか、それは予期せぬことでありますし、やはりそう

いうのが先ほどからも出ておりました、やはり自分の地域は自分たちで守るのだというよう

な意識、そういうのをやはり醸成しなくてはいけないと思うわけです。そういう点では、非

常に一番いいのが日ごろの訓練とか、例えば、消防署から来ていただいて救急救命の訓練と

か、それから、ちょっとした消火栓を使った初期消火の訓練とか、やはり女性とかそういう

地域の人たちもひっくるめたそういうのを地域コミュニティに指導してもらってやはり地域

コミュニティが主導してすると、そういうスタイルというのが一番説得力があるようなやり

方じゃないかなと思いますので、ぜひそういうふうにお願いしたいと思います。 

 それと、消防団と防災士、最近、昨年でしたが、嬉野市でも開催されて結構多くの皆さん

が防災士の資格を取られたというふうにお聞きしておりますが、防災士について担当課にお

尋ねしたいと思います。 

○議長（太田重喜君） 

 本庁総務課長。 

○本庁総務課長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 防災士につきましては、地域防災リーダーの講習というのがございまして、昨年、嬉野市

のほうで開催をされました。それで、現在、嬉野市に消防士の資格を持たれた方が32名いら

っしゃいます。そういうことで、県といたしまして、年に３回程度のそういった講習を行い

ながら防災士を入れることで地域の中の安全・安心を守っていくというふうなことで位置づ

けをされておられます。そういうことで、今後ともいろいろな組織の方に呼びかけをして地

域リーダーの養成ということで取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 
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○10番（副島孝裕君） 

 32名の防災士のうちに現役の消防団の方は何名ぐらいおられますか。 

○議長（太田重喜君） 

 本庁総務課長。 

○本庁総務課長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 現役の消防団員につきましては25名でございます。内訳を申し上げますけれども、行政嘱

託員の方が３名、それから防災士の職員の方が１名、その他の方が３名ということで、合計

32名ということになっております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 今、行政嘱託員３名と言われました。やはりこの辺の数字が大きくなっていったらいいな

と、地区の人たちですね。区長さんじゃなくても、やはりそういういつも区の中心になって

おられる方のそういう資格というですか、そういうのが率先してできればいいな。先ほどの

前の議員のイノシシの対策にしてでもそう思いますが、やはりそういうイノシシ対策にして

でもそういう地域性の地域はやっぱり地域で守るというようなそういう自主性というですか、

そういうのが自然と、この地域コミュニティが活動を活発にすれば自然と出てくるのじゃな

いかなと私も期待はしているところです。 

 それと、最近これはずっと各家庭に全戸配布をされました「地域における支援の仕組みづ

くり」というのが、これがまた各家庭に配ってきまして、この辺も非常に自主防災組織のた

めのそういう冊子なのかなというような、これが全戸に配って皆さんたちがどうふうに理解

をされているのなと思うわけです。それで、その辺の内容と、それと同時に班の回覧板で回

ってきたとですけど、一番最後のところに「詳細な部分については、地域で協議する必要が

あります」というふうにして書かれているとですけど、この辺の説明を担当の課長にお伺い

したいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 本庁総務課長。 

○本庁総務課長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 先日、各戸に配布をいたしました「要援護者支援マニュアル」等のことだと思いますけれ

ども、これにつきましては、地域のほうで自力で避難、あるいは移動が困難な高齢者、ある

いは障害者の方、難病患者の方などに、災害時に支援が必要な人ということで、この方たち
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に対して迅速で正確な情報の伝達、あるいは災害時の安否の確認、避難の誘導など、そうい

うふうな体制づくりが求められるようになったということで、そういうことでこういうふう

なマニュアルをつくりまして、あるいはまたハザードマップというものを作成しております

けれども、あわせて地域の方に配布をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それで、後半のお聞きした点、「詳細な部分については、地域で協議する必要がありま

す」と書かれてあったとですけれども、これの説明をお願いします。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 お配りしましたのは、全体プランというものでございまして、実際そういう自力で避難で

きない方につきましてまた個別のプラン、どういうふうにして避難をするのか、避難ルート

はどういったものが必要とか、その個別の対応についてはまた地域の方々と合わせて御協議

がする必要があるということでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 その地域を聞きたかとですよ。地域というのは自治、例えば、行政区なのか、それとも先

ほど言われた地域コミュニティ、校区単位のコミュニティで協議するのか、その辺をお聞き

しているんですけど。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 基本的には、お住まいの御近所ということで考えております。というのは、常日ごろから

要支援者の方の生活状態も御存じであって、そういう顔の見える関係であられる場合が最も

スムーズにいくのではないかなということでございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 そういうところを初めて聞くわけですけれども、これだけではちょっと理解しにくいんで

すね。確かに要援護者、それから災害時の助け合いの行動マニュアルですから、うまく解釈
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をしてみればそういうことを、例えば、区でなくて小さな班、向こう三軒両隣、いつも声を

かけ合っているところ、そこにひとり住まいの高齢者がおられてみたり、高齢の夫婦お二人

がおられたりというもののところと解釈していいわけですか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 基本的には地域全体で守っていただくということでございます。要援護者の方の名簿につ

きましても、行政嘱託員様には、こういう方が災害時に避難をする場合、援護が必要な方、

おたくの区にはこういった方がおられますというような名簿は現在差し上げております。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それでは、多分今月、嘱託員会があったと思いますが、その折にこういうお話はされてい

ますか。 

○議長（太田重喜君） 

 総務部長。 

○総務部長（大森紹正君） 

 その際は説明まではいたしておりません。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 区長さんからこういう問い合わせとかはありませんか。 

○議長（太田重喜君） 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（石橋勇市君） 

 先ほどの件について、私のほうから説明いたします。 

 嘱託員会の折は、私たち要援護者に係る名簿等を差し上げて地域の方に地域支援者という

方を、その方に障害者とか知的障害者等該当する方に対しての名簿を作成してくださいとい

うお願いをしております。それをもとに嘱託員の方、民生委員の方がいつも見守るような体

制をつくっていきたいというのがこの要援護者支援マニュアルということで、常に気がけて

いくというふうなことで、それが地域コミュニティにもつながっていくのではないだろうか

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（太田重喜君） 
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 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 そういった意味では非常にこの冊子というのは利用価値が高い。ただ、これがそこまで市

民の皆さんが理解して受け取っておられるのかというのが、ちょっと私疑問に思って、その

点もう少しもう一考されて、例えば、駐在員会とか地域に出向いて説明をするなり、民生委

員さんたちにもう少し詳しく説明するなり、そういうふうにやられていったほうがいいかと

思います。 

 それと、先ほどハザードマップの話が部長のほうから出ていたようですけれども、やはり

こういうハザードマップが来た、それからこういうマニュアルが来た、それから地域づくり

の計画が来たというので、この辺の一市民として整理が本当大変だなと思うとです。それで、

非常に僕は参考のために担当の課長にお聞きしたかとですけど、このハザードマップの使い

方の一番いい方法はどういうのがありますか。ただ、これが表と裏と両面印刷されていて、

大きいからどこかに張ろうかと思って張ってしまえば裏が見えんとですね。それで、ちょう

どきのう皿屋区の区会があって公民館に行ったら、何とこれを２枚、もう１枚市役所に行っ

てもらったといって、やはり表と裏と両方張ってもらっておるですよと。ああ、なるほどな

と。ああ、そういう使い方もあるかなと思いましたけれども、もしよかったら、ハザードマ

ップのうまい利用の仕方がもしあったら、担当課長に説明をしていただきたいと思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 本庁総務課長。 

○本庁総務課長（中島直宏君） 

 お答えいたします。 

 ただいま議員のほうから御指摘がございましたように、各地区のほうからこれはちょっと

表と裏があるのでということでもう１部をいただきたいというような御指摘がございまして、

おっしゃられるとおり、これは張った場合には裏のほうが見えないというふうなことで御不

備なところがあるかと思いますが、裏面といいますか、一部には河川の状況が書いてござい

まして、ここに浸水の想定区域ということで書かれておりますので、この部分については通

常必要ではないということはないでしょうけれども、塩田地区の方は特に確認をしていただ

いておいていただきたいというふうなことでございます。それからもう１つの表面になりま

すけれども、こちらのほうにはいろんな情報がございますので、こちらのほうをどちらかと

いえば張るのであれば表に張っていただくというような形で御利用をいただければと思いま

す。裏のほうが見えなくていいのかということになりますけれども、そういうふうなことで

はなくて、裏のほうも見れるような状況でお使いいただきたいとは思いますが、そこら辺は

ちょっと問題があるかとは私も考えております。 

 以上でございます。 

- 237 - 



○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 もしよかったら、そういううまい利用の仕方あたり、今、担当課長が言われたようなそう

いうのをちょっと説明書きでもあって皆さんにお配りしたらなと私は思いますが。 

○議長（太田重喜君） 

 本庁総務課長。 

○本庁総務課長（中島直宏君） 

 お答えします。 

 機会がございましたら、そういうふうなことで使用の仕方につきまして御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それでは次の質問に、最後の質問になりますが、市民待望の社会文化体育館の建設が計画

されていますが、建設後の運営経費が懸念されています。経費の負担削減のため、社会文化

体育館のネーミングライツ（命名権）の導入は考えられませんか、市長にお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（太田重喜君） 

 ちょっと質問の途中ですけど、先ほどの小水力の件で答弁漏れになっている部分について、

水道課長のほうから水利権についてですけど、今わかっている分だけで答弁をお願いします。

水道課長。 

○水道課長（一ノ瀬良昭君） 

 お答えいたします。 

 水道水利権については、水道は飲料水という目的で権利をいただいておりますので、水力

発電となりますと、目的外ですので、多分利用権、要するに使用権という形が発生すると思

っています。そして、この分についてはやはり県の河川法の水をいただきますので、その件

については県のほうに確認をさせていただきたいと思っています。現在、九州電力が水力発

電を行っているのはあくまでも利用権は発生しません。利用権は支払っているということは

認識をしております。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 それでは、ネーミングライツについての答弁を市長お願いします。 
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○市長（谷口太一郎君） 

 ネーミングライツについてお答え申し上げます。 

 ネーミングライツにつきましては以前の議会でも御提案がございまして、取り組みを行っ

ております。私どもといたしましては森林整備について森づくりによるネーミングライツに

つきまして佐賀県に提案を行っているところでございまして、企業の森づくりの候補として

県も方針をいただいておるところでございます。現在、不景気の状況で決定はいたしており

ませんけれども、県におかれても今、鳥栖市と佐賀市あたりで実績があるわけでございます

けれども、次はぜひ嬉野にというふうな強い後押しをしていただいておりますので、このネ

ーミングライツについては、いつか実現をしたいなというふうに思っておるところでござい

ます。 

 また、御提案の社会文化体育館につきましても、将来的な経費の問題も発生すると思いま

すので、これは市民の御理解をいただくのが前提になりますけれども、ぜひ検討をしてまい

りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 それで、１つ気になるのが、合併特例債でついて回るのがいろんな制約があるということ

でしたけれども、例えば、今回、社会文化体育館はほとんどの経費を合併特例債を使った建

設になるわけですが、そういったネーミングライツの制約等はありませんか、市長にお尋ね

します。 

○議長（太田重喜君） 

 市長。 

○市長（谷口太一郎君） 

 お答えいたします。 

 合併特例債における制約というのはちょっとまだ研究しておりませんので、今の御提案で

すので、それは早速調べてみたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（太田重喜君） 

 副島議員。 

○10番（副島孝裕君） 

 これはネーミングライツ、例えば、せっかくできる社会文化体育館ですから、何か変わっ

たことを──変わったことというのは、言い方は語弊がいろいろありますが、やはりそうい

うところで、実は、これきのうもらったとですけど、ここに「いいちこ総合文化センター」
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と大分のこれがあって、まさに太田議長がいつも一般質問でされていたネーミングライツそ

のものだなと思って見ましたけれども、やはりこういうのが今回の社会文化体育館で利用で

きればなと思っております。 

 先ほど来、小水力発電についてはいろいろ申し上げました。やはり既に私が申し上げたか

ったのは、やはり太陽光発電、これざっと合計すれば１億幾らのさっきお聞きした施設で投

資額があります。それで、先ほど答弁をしていただいたように大きいところでは15％以上の

電力を賄っているというような現に実績があるわけですから、自然の恵みを利用した小水力

発電というのは、やはり嬉野市に一番自然をうまく利用した、また自然に優しいそういう取

り組みでもありますので、これはもう早速でも一応調査でも結構ですので、取り組みをして

いただきたいし、自主防災組織については、やはり市民の方が混乱されないように、例えば、

地域コミュニティのこれからの根差すのに災いにならないようなそういう進め方、やはり自

主防災組織というのは非常にこれから大事な組織でもありますし、そういうのは慎重に市民

とやはり連携して進めていただきたい。 

 それと、ぜひネーミングライツ、市長は森のお話をされましたが、今回できる社会文化体

育館にぜひそういうネーミングライツの構想を織り込んでいただいて、ぜひ実現をしていた

だきたいと思います。 

 以上、本日の一般質問を終わります。 

○議長（太田重喜君） 

 これで副島孝裕議員の質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

午後３時59分 散会 

 


